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真

宗

の

民

俗

性

と

反

民

俗

性

近
年
、
真
宗
と
民
俗
と
の
関
係
に
つ
い
て
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ま
で

「
門
徒
も
の
知
ら
ず
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
真
宗
は
民
族
固
有
の
習
俗
や
信
仰

を
破
壊
す
る
反
民
俗
性
が
強
く
、
真
宗
地
帯
は
民
俗
伝
承
の
空
白
地
帯
と
さ
れ
て
き

た
が
、
仏
教
民
俗
学
の
開
拓
に
よ
り
真
宗
信
仰
の
基
盤
部
分
に
民
俗
信
仰
が
基
層
と

し
て
存
在
す
る
と
い
う
真
宗
の
民
俗
性
と
と
も
に
、
改
め
て
問
い
直
さ
れ
よ
う
と
し

て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
本
格
的
な
研
究
は
い
ま
だ
途
に
つ
い
た
ば
か
り
の
段

階
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
従
来
の
研
究
成
果
を
概
括
し
て
問
題
点
の
所

在
を
探

っ
て
お
き
た
い
。

戦
後
い
ち
は
や
く
堀

一
郎
氏
は
、
幕
末
に
北
陸
か
ら
相
馬
藩
に
移
住
し
た
北
陸
真

宗
門
徒
の
真
宗
部
落
と
他
宗
部
落
と
の
比
較
を
し
て
、
門
徒
意
識
の
強
靭
さ
と
反
民

真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性

は

じ

め

に

俗
性
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
民
俗
学
の
立
場
か
ら
文
化
接
触
の
課
題
と
し

て
考
究
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
が
桜
井
徳
太
郎
氏
で
あ
っ
た
。
同
氏
は
能
登
半
島

一
帯

を
事
例
と
し
て
、
真
宗
信
仰
が
固
有
信
仰
に
接
触
し
た
場
合
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示

し
た
か
を
、
田
固
有
信
仰
に
反
抗

・
②
摂
取
受
容
し
て
真
宗
化
す
る
習
合
形
態

・
圓

固
有
信
仰
が
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
る
の
三
つ
の
場
合
に
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
蓮

如
忌
行
事
の
類
型
化
を
通
し
て
、
こ
の
行
事
に
習
合
混
融
し
て
い
る
立
山

・
石
畠
山

等
の
山
岳
信
仰
や
春
山
遊
び

・
山
行
き
の
中
に
蓮
如
忌
習
俗
の
祖
型
が
あ
る
と
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
真
宗
が
伝
播
し
た
時
、
固
有
習
俗
を
破
壊
す
る
は
た
ら
き
と
同
時
に

他
方
妥
協
す
る

一
面
の
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
民
俗
学
側
か
ら
の
論
及
に
対
し
て
、
真
宗
側
か
ら
と
し
て
は
桜
井
氏

の
所
論
を
受
け
て
森
竜
吉
氏
が
、
春
行
事
と
し
て
の
蓮
如
忌

と
秋
行
事

の
報
恩
講

は
、
真
宗
が
年
中
行
事
に
み
ら
れ
る
大
幅
な
停
止
に
代

っ
て
門
徒
民
衆
の
生
活
に
与

え
た
折
目
と
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
ま
た
、
蓮
如
忌
に
み

ら

れ

る

習
合

三
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四

れ
る
な
ど
、
き
わ
め
て
死
者
追
善
儀
礼
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

を

報
告

さ

れ

た
。
そ
し
て
、
教
義
や
組
織
よ
り
も
教
義
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
真
宗
独
自
の
生
活
様

式
が
近
世
社
会
成
立
以
前
の
真
宗
発
展
の
要
因
で
は
な
か
ろ
う
か
と
さ
れ
て
い
る
。

最
近
こ
の
問
題
は

「
無
墓
制
」
と
し
て
注
目
さ
れ
、
森
岡
清
美
氏
は
三
重
県
阿
山
郡

大
山
田
村
下
阿
波
を
事
例
に
し
て
、
無
墓
制
は
本
堂
を

「
集
合
詣
り
墓
」
と
す
る
両

墓
制
も
し
く
は
多
墓
制
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
真
宗
が
民
俗
固
有
の
墓
制
を
内
容
的
に

踏
襲
し
な
が
ら
教
義
に
合
致
す
る
新
し
い
形
態
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

佐
々
木
孝
正
氏
は
、
主
に
本
願
寺
歴
代
宗
主
の
葬
制
と
墓
制
に
着
目
さ
れ
て
歴
史
的

展
開
の
中
に
み
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
の
葬
墓
制
は
中
世

一
般
の
葬
制

・
墓
制

と
共
通
性

・
類
同
性
が
強
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
蓮
如
以
後
に
真
宗
独
自
の
作
法
が

定
め
ら
れ
て
報
恩
謝
徳
の
意
義
付
け
が
葬
送

・
中
陰
儀
礼
に
反
映
さ
れ
た
が
、
臨
終

仏
と
臨
終
念
仏

・
遺
骸
拝
礼

・
棺
覆
袈
裟

・
路
念
仏

・
町
蝋
燭
な
ど
の
儀
礼
に
民
俗

的
要
素
が
混
在
し
て
い
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
真
宗
の
納
骨

・
中
陰

・
年
回
仏
事

・

永
代
経

・
報
恩
講
に
祖
先
崇
拝
の
感
情
が
豊
か
に
伏
在
し
て
い
る
と
し
、
無
墓
制
に

関
し
て
は
真
宗
の

「
墓
上
植
樹
」
の
習
俗
を
上
げ
ら
れ
、
両
墓
制
の
詣
り
墓
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
な
が
ら
こ
の
墓
制
が
葬
送
に
重
き
を
お
か
ぬ
真
宗
教
義
に
合

致
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
み
ら
れ
た
。

さ
て
、
以
上
の
諸
論
考
か
ら
真
宗
と
民
俗
の
問
題
は
、
文
化
接
触
に
お
け
る
民
俗

変
容
の
問
題
と
い
え
る
。
真
宗
信
仰
が
日
本
人
の
伝
統
的
民
俗
儀
礼
の
文
化
型
に
接

っ
し
た
時
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
示
し
た
の
か
。
真
宗
は
教
義
に
も
と
づ
い

て
伝
統
習
俗
を
取
捨
選
択
し
再
解
釈
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
果
し
て
ど
の
程
度
可
能

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
五
号

は
、
真
宗
信
仰
に
お
け
る
民
俗
化
と
変
容
の
許
容
量
を
示
す
実
例
で
あ
る
と
し
て
い

≒

一方
、
堅
田
修
氏
は
真
宗
と
民
俗
の
関
係
を
教
義
と
社
会
的
実
践
と
い
う
教
団

論
の
問
題
と
し
て
、
教
団
内
部
か
ら
捉
え
ら
れ
よ
う
と
さ
れ
た
。
教
団
の
宗
教
的
機

能
と
し
て
真
宗
寺
院
年
中
行
事
の
う
ち
特
に
彼
岸
会

・
孟
蘭
盆
会

・
修
正
会
が
執
行

さ
れ
る
意
味
を
民
間
習
俗
と
の
比
較
を
通
し
て
探
り
、
こ
れ
等
の
法
会
が
庶
民
生
活

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
成
立
し
な
が
ら
も
趣
意
は
全
く
別
に
あ

っ
て
、
そ
れ
は
時
節

に
関
り
な
が
ら
も
法
縁
を
結
び
仏
恩
報
謝
の
機
縁
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
と
さ
れ
、
真
宗
儀
礼
の
本
質
的
意
義
を
示
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
、
問
題
は
民
族
的

伝
統
の
信
仰

・
習
俗
に
ど
う
対
応
し
た
か
と
い
う
煩
斜
と
妥
協
の
仕
方
に
あ
り
民
俗

の
あ
り
方
に
あ
る
と
問
題
の
所
在
を
明
確
化
さ
れ
、
真
宗
儀
礼
は
伝
統
民
俗
を
棄
揚

・
換
骨
奪
胎
し
て
真
宗
的
に
変
容
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
真
宗
の
民
俗
変
容
化
か
必
ず
し
も
全
て
行
わ
れ
た
と
は
い
い

が
た
い
。
こ
の
点
を
吉
田
清
氏
は
、
真
宗
教
団
成
立
以
前
に
常
民
と
し
て
の
地
方
門

徒
集
団
の
存
在
が
あ
り
、
純
粋
な
真
宗
教
義
と
教
化
が
ど
れ
程
可
能
で
あ
っ
た
か
の

視
点
か
ら
地
方
門
徒
の
習
俗
を
検
討
さ
れ
民
俗
性
を
摘
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
年
中
行
事
を
中
心
と
し
て
儀
礼
の
分
析
と
は
別
に
、
い
ま

一
つ
は
真
宗

の
葬
墓
制
と
そ
の
儀
礼
に
つ
い
て
の
論
考
が
み
ら
れ
る
。
児
玉
識
氏
は
、
中
世
末
期

真
宗
門
徒
=
ワ
ク
リ
の
生
活
様
式
を
探
る
中
で
、
鳥
取
県
東
伯
郡
羽
合
町
上
浅
津

・

下
浅
津
地
区
や
山
口
県
周
防
大
島
郡
笠
佐
島

・
周
防
室
積
の
五
軒
屋
な
ど
で
は
最
近

ま
で
墓
が
な
く
、
神
棚
は
勿
論
位
牌
も
過
去
帳
も
家
々
に
な
く
て
、
死
者
は
野
天
の

焼
場
で
火
葬
さ
れ
る
と
骨
は
西
大
谷
納
骨
の
た
め
に

一
部
と
る
以
外
残
り
は
放
置
さ



す
る
こ
と
也
と
。

と
述
べ
て
い
る
。
蓮
如
の
遺
戒
に
も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
た

「
兄
弟
中
申
定
條
々
」

に
は
、
五
節
供

・
名
月

・
猪
の
子

・
年
始
の
御
祝
い
な
ど
年
中
行
事
と
人
生
通
過
儀

礼
に
大
幅
な
停
止
と
簡
素
化
が
八
ヶ
条
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
民
俗

問
題
に
対
決
し
よ
う
と
し
た
蓮
如
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
ま
位
牌
と
率

都
婆
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
う
し
た
背
景
の
中
で
な
さ
れ
た
こ
と
と
い
え
る

が
、
そ
れ
以
上
に
位
牌
問
題
は
真
宗
の
往
生
と
い
う
教
義
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
阿
弥
陀
如
来
の
廻
向
し
た
ま
う
信
心
を
獲
得
し
て
信
の

I
念
の
お

こ

っ
た

と

き
、
現
世
に
あ
り
な
が
ら
必
ず
浄
土
に
生
れ
る
と
い
う
現
生
正
定
聚
の
位
に
住
し
、

こ
の
身
の
尽
き
る

(死
)
と
同
時
に
往
生
を
遂
げ
て
完
全
な
仏
に
な
る
と
い
う
教
義

か
ら
し
て
、
位
牌
と
率
都
婆
を
立
て
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ

と
を
蓮
如
は

「
輪
廻
す
る
も
の
の
す
る
こ
と
な
り
」
と
い
い
、
往
生
す
る
と
は

コ
ニ

界

へ
め
ぐ
る
心
に
て
あ
ら
ざ
れ
ば
、
極
楽
の
生
は
元
生
の
生
」
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
他
宗
派
の
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
位
牌
の
作
法

と
比
較
し
て
み
る
と
明
瞭
で
あ
る
。
時
代
は
下
る
が
、

「
慶
長
十
六
辛
亥
年
六
月
八

日
浅
野
弾
正
殿
御
葬
礼
ノ
時
ノ
覚
」
の
中
に

「
位
牌

(
疵
ヨ
リ
後
ナ
リ
)
と
あ
り
、

同
じ
く

「
慶
長
年
中
葬
礼
之
記
」
の
近
衛
殿
信
尹
公
葬
礼
に
も

「
火
屋
ノ
前

二
野
卓

・
打
敷
有
之
、
荘
リ
「
無
之
、
後

二
鶴

・
花
瓶

・
香
炉

・
位
牌
等
」
と
あ
っ
て
、
位

牌
に
薄
絹
が
き
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
浅
野
長
政
は
高
野
山
で
、
近

衛
公
は
東
福
寺
で
葬
送
さ
れ
た
が
、
こ
の
蒔
絹
は
亡
者
の
妄
執
を
象
徴
し
て
い
て
引

導
作
法
の
時
に
除
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
蓮
如
に
お
け
る
位
牌
否
定
の
理
由
が
こ

三

五

で
あ

っ
た
の
か
。
と
り
わ
け
、
民
俗
信
仰
の
根
幹
を
な
す
祖
先
崇
拝
に
つ
い
て
ど
う

対
処
し
た
か
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
の
間
題
意
識
に
立

っ
て
特
に
真
宗
に
お
け
る
位
牌
と
御
影
を
取
り

上
げ
、
そ
の
中
に
真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

真
宗
と
位
牌

一
般
的
に
位
牌
と
は
、
木
牌
に
法
名

(戒
名
)
を
1　
い
て
仏
壇
や
寺
院
の
位
牌
壇

に
安
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
霊
牌
と
も
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
死
者

霊
の
象
徴
で
あ
り
礼
拝
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
位
牌
の

象
徴
性
に
つ
い
て
は
、
後
に
位
牌
の
起
源
と
歴
史
お
よ
び
民
俗
儀
礼
と
関
連
さ
せ
つ

つ
詳
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
真
宗
が
こ
の
位
牌
に
対
し
て
ど
う
対
処
し
た
か
み

て
み
よ
う
。

今
日
、
真
宗
門
徒
で
も
葬
儀
に
は
位
牌
を
立
て
、
ま
た
仏
壇
に
は
真
宗
特
有
と
さ

れ
る
繰
り
出
し
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
る
が
、
教
団
と
し
て
公
的
に
は
禁
止
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
位
牌
は
教
義
的
に
み
て
否
定
さ
る
べ
き
祭
具
と
い
う

の

で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
直
接
的
に
語
る
史
料
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
、

一
代
に
し
て
本

願
寺
教
団
を
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
た
八
代
蓮
如
は
、

吾
の
た
ま
は
く
、
法
然
上
人
の
仰
に
、
わ
が
菩
提
所
を
つ
く
る
ま
じ
き
、
わ
が
あ

と
は
称
名
の
あ
る
処
、
す
な
わ
ち
わ
が
あ
と
な
り
、
と
仰
あ
り
け
り
。
ま
た
あ
と

を
と
ふ
ら

(
ふ
)
と
い
ひ
て
、
い
は
い
そ
と
ば
を
た
つ
る
は
、
輪
廻
す
る
も
の
の

真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性

-
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位
牌
が
認
容
さ
れ
た
様
子
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
門
徒
間
に
位
牌
が

一
般
化
し
て
き
た

と
い
え
よ
う
。

「
天
皇
ノ
位
牌
」
す
な
わ
ち
天
牌
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

『
天
文
日

記
』
の
天
文
七
年

(
一
五
三
八
)
七
月
二
十

一
日
の
条
に
安
置
さ
れ
た
記
事
が
あ
る
。

宮
殿
の
壇
上
向

っ
て
左
に
先
帝
の
尊
儀
を
安
置
し
、
右
方
に
今
上
皇
帝
の
尊
牌
が
安

置
さ
れ
た
が
、
こ
の
天
牌
の
意
味
は
、

本
寺
阿
禰
陀
堂

二
位
牌
ヲ
立
タ
マ
フ
コ
ト
是
亦
各
別
ノ
儀
式
ナ
リ
富
寺
勅
願
所
ノ

慄
識
ト
ジ
テ
先
帝
ノ
菩
提
ヲ
所
り
富
今
ノ
安
全
ノ
守
護

ジ
玉
フ
故

二
毎
日
本
堂

二

ジ
テ
十
方
諸
佛
所
護
念
経
ヲ
讃
誦
ジ
ク
マ
フ
コ
ノ
所
以
ナ
リ
除
例

二
同
ス
ヘ
カ
ーフ

ス
又
仁
王
経

二
所
謂
佛
法

(
王
法
ノ
諒
宗

二
由
テ
威
ヲ
堆
シ
王
法

(
佛
法
ノ
加
護

二
由
テ
益
ヲ
普
ク
ヌ

と
あ
る
よ
う
に
、
王
法
と
仏
法
の
関
係
か
ら
外
護
の
恩
に
酬
い
る
た
め
と
さ
れ
た
。

同
様
に
、
延
宝
八
年

(
一
六
八
〇
)
六
月
六
日
は
じ
め
て
本
堂
左
壇
に
東
台
猷
厳
四

廟
の
神
主
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
木
山
に
お
い
て
は
天
牌

・
神
主
と
位
牌
と
は
別
の

も
の
と
さ
れ
、
十
八
世
紀
中
頃
で
も
位
牌
否
定
は
変
わ

っ
て
い
な
い
。

『
大
谷
本
願

寺
通
紀
』
巻
九
に
、
明
和
三
年

(
一
七
六
六
)
大
坂

十
二
講
に
よ
っ
て
再
構
さ
れ
た

内
仏
殿
を
記
し
て
、

戸
口
有
二
獅
子
吼
額
一
中
間
有
こ真
実
閣
{
…
…

(中
略
)
…
…
前
安
二舎
利
塔
{
内

有
二祖
師
霊
骨
{
右
脇
安
二
先
師
父
像
{
北
設
二横
壇
{
安
二
蓮
宗
主
像
於
小
盾
{
絹

衣
絹
袈
裟
、
持
二
水
精
珠
数
{
絶
無
二
位
牌
等
{

と
あ
る
。
ま
た
同
書
巻
四
第
十
七
法
如
代
の
天
明
二
年

(
一
七
八
二
)
に
。

S

　　

へ

　　　

義
千
代
、去
年
九
月
十
七
日
、
為
二摂
政
九
条
尚
実
公
猶
子
一更
二

七
月
十
四
日

　

阿
茶
君
歿
名
阿
茶
君
゛
苧
脂
病
一而
歿
、
然
以
い臨
二佳
節
{
以
二十
六
日
‘

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
五
号

こ
に
み
ら
れ
よ
う
。
蓮
如
自
身
の
葬
制
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
々
木
氏
が
具
体
的

に
検
討
さ
れ
た
の
で
触
れ
な
い
が
、
こ
の
位
牌
否
定
は
真
宗
本
来
の
信
仰
的
立
場
が

表
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

蓮
如
以
後
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
本
願
寺
の
葬
制
に
お
い
て
位
牌
は
全
く
用
い
ら

れ
て
い
な
い
。
第
九
代
実
如
の
葬
送

・
中
陰
儀
礼
を
詳
細
に
伝
え
る

『
実
如
上
人
間

維
中
陰
録
』
を
は
じ
め
、
玄
智
の

『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
に
み
え
る
各
歴
代
法
主
の

葬
制
な
ど
を
み
て
も
見
当
ら
な
い
。
し
か
し
、
近
世
に
な
る
と
本
山
側
の
こ
の
位
牌

否
定
の
態
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
末
寺
や
門
徒
間
で
は
次
第
に
位
牌
が
立
て
ら

れ

普
及
し
た
よ
う
で
あ
る
。
元
禄
十

一
年

(
一
六
九
八
)
に
完
成
し
た

慧
空
の

『
叢

林
集
』
巻
七
に
は
、

富
家
天
子
難
牌
ノ
外
御
代
々
ヲ
初
テ
牌
ヲ
立
テ
給
コ
ト
ヲ
不
’
聞
、

然

二
燈
夷
ノ

寺

二
(
陰

ジ
テ
牌
ア
タ
ヨ
ジ
不
r
可
r
然
事
也

と
み
え
る
。
玄
智
の

『
考
信
録
』
(
一
七
七
四
)
巻
二
に
は
、

位
牌
ノ
事
モ
。
壽
像

二
同

ジ
ク
供
養
ス
タ
ナ
ラ
(
。
ソ
ノ
理

コ
レ
ニ
准
不
ヘ
ジ
。

其
除

(
ク
ヽ
法
名
忌
日
ヲ
記
ス
タ
標

マ
テ
ト
ジ
。
或
法
事
ノ
節

コ
レ
ヲ
傍
一フ
ニ
置

モ
。
ク
ヽ
某
ノ
志
ノ
法
事
ナ
y
ヲ
示
x
烏
ノ
備

ヘ
ト
イ
フ
ヘ
キ
ニ
ヤ
。
爾
タ
ニ
位

牌
ヲ
本
尋
ノ
正
面
ノ
卓
上

二
安
芦
夕
輩
ア
リ
。
コ
レ
本
山

二
。
天
皇
ノ
位
牌
ヲ
安

シ
給
フ
式
ヲ
僣
セ
ル
モ
ノ
ニ
ジ
テ
。
難
儀
ヲ
肌
突
芦
タ
ノ
甚

ジ
キ
ナ
リ
。
誤
作
ナ

ーフ
(
速

二
改
ム
ヘ
ジ
。
故
作
ナ
ラ
(
大
不
敬

二
坐
芦
。

と
厳
し
く
注
意
せ
ら
れ
て
い
る
。
が
、
位
牌
を
本
尊
正
面
に
安
置
す
る
こ
と
を
厳
誠

し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、

「
法
名
忌
日
ヲ
記
ス
タ
標

マ
テ
」
の
趣
意
と
し
て
な
ら
ば



た
木
主

・
神
主

・
虞
主
と
い
わ
れ
る
も
の
と
、
日
本
民
族
が
神
祭
や
魂
祭
に
用
い
た

神
霊
を
憑
り
付
か
せ
る
神
道
の
霊
代

(依
代
)
と
が
習
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る

の
が
現
在
の
定
説
で
あ
る
。
五
来
重
氏
は
、
斎
木
か
ら
神
道
の
霊
代

へ
、
そ
し
て
儒

教
の
神
位
牌
の
形
態
と
文
字
を
か
り
て
位
牌
が
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
位
牌
が
受
容
さ
れ
る
前
は
仏
木
で
あ
り
、
そ
の
前
は
イ
キ
ツ
キ
竹
の
よ
う
な
杖
や

振
で
あ

っ
た
と
い
う
推
定
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
杖
や
棒
を
も
う

一
歩
遡
ら

せ
る
と
、
常
磐
木
の
枝
の
ヒ
モ
ロ
ギ
と
な
る
。」
と
も
述
べ
て
み
え
る
。

仏
教
固
有

の
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
慧
空
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

和
漢
三
才
図
会
十
九
十
云
。
霊
牌
憚
氏
1　
二
戒
名
　0
安
‘一佛
愈
旁
’者
。
俗
謂
二
之
位

牌
。
呉
二
儒
門
神
主
一同
義
也
。
文
コ
ノ
説
(
。
位
牌
の
字
禄
ヲ
知
ラ
サ
リ
ジ
ト
見

ユ
○
一‐lSll
(中
略
)
…
…

又
経
済
録
六
畝
云
。
先
祖
父
母
ヲ
祭
タ
ニ
。
神
主
ア
リ

神
牌
ア
リ
。
神
主
(
亡
者
ノ
正
樅
也
。
影
像
卜
同
ン
義
ナ
リ
。
神
牌
(
亡
者
ノ
神

霊
ノ
居
所
ヲ
記
ス
フ
ダ
也
。
何
レ
モ
木

ニ
テ
作
夕
物
ナ
レ
ト
モ
。
其
儀
別
也
。
其

勢
皿
…
…
(中
略
)…
…
於
’一集
会
所
{修
二斎
七
仏
事
心
0　
如蝕
19　
一
管

と
あ

っ
て
、
葬
儀

・
葬
後
に
位
牌
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

一
般
門
徒
に

対
し
て
は
こ
の
頃
か
ら
か
な
り
寛
容
的
態
度
と
な
り
、
法
名

・
忌
日
の
覚
え
と
し
て

な
ら
ば
認
容
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
故
実
公
儀
1　
上
』
中
、
文
化
三

年

(
一
八
〇
六
)
大
久
保
家

へ
出
さ
れ
た
「
石
塔
尋
之
儀
」
に

「
常
本
山

二
於
テ
。
石

塔
之
儀

「
。
形
二
定
法
無
二
御
座
・候
事
故
。
施
主
存
寄
次
第
。

篤
‘
建
候
事

二
御
座

候
。」
と
述
べ
た
後
、

一
、
位
牌
ノ
儀
(
本
山
冤
許
ノ
品

ニ
テ
モ
無
二
御
座
‘候

へ
共
。
施
主
存
寄

ニ
テ
建

置
度
モ
ノ
(
。
任
二
共
意
‘候
事
。

と
解
答
し
て
い
る
。
文
政
八
年

(
一
八
二
五
)
秋
、
初
稿
を
起
し
た
佛
光
寺
派
信
暁
の

『
山
海
里
』
に
は
、

豪
座
を
蓮
華
の
形

二
作
り
屋
根
を
宮
殿
の
形
に
拵
な
り
。
こ
れ
も
日
本
の
風
儀
と

し
て
な
ら
ひ
久
し
き
事
な
る
べ
し
。

と
あ
%

今
日
の
繰
り
出
し
位
牌
の
形
態
が
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ

　　　

制
同
ジ
カ
ーフ
ス
。
題
名
モ
。
神
主
二
(
某
ノ
神
主
卜
書
ジ
。
神
牌

二
(
某
ノ
神
位

卜
書
ス
。
神
牌
ヲ
(
神
板
ト
モ
云
。
今
ノ
世
二
位
牌
ト
イ
フ
是
也
。
文
按
ス
タ
ニ

位
牌
ト
イ
フ
(
。
神
位
ノ
神
牌
ト
イ
フ
ヘ
キ
ヲ
。
略
ジ
テ
位
牌
卜
稲
七
タ
モ
ノ
ニ

ヤ
。

と
い
い
、
神
主
と
神
牌
を
別
義
と
区
別
し
て
い
る
が
形
態
的
に
は
さ
し
て
変
わ
っ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
神
主

・
神
牌

・
位
牌
が
木
片
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
真
宗
で
は

「
紙
牌
」
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
東
木
願
寺
の

宝
物
で
第
五
代
紳
如
筆
に
よ
る

「
善
如
上
人
霊
位
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
真

三
七

の
成
立
と
な
れ
ば
か
な
り
前
と
推
定
で
き
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
真
宗
に
お
け
る
位
牌
の
否
定
と
普
及
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
位

牌
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
、
い
つ
頃
か
ら

一
般
化
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
位
牌
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
位
牌
の
起
源
と
歴

史
、
そ
し
て
位
牌
の
民
俗
儀
礼
を
通
し
て
み
て
み
よ
う
。

位
牌
の
起
源
と
成
立
に
つ
い
て
は
、
儒
家
に
お
い
て
祖
先
や
両
親
の
存
命
中
の
位

官

・
姓
名
を
四
十
セ
ン
チ
程
の
栗
木
に
1　
い
て
神
霊
に
托
さ
せ
る
風
習
か
ら
成
立
し

真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性



三

八

「物
故
正
崇
禅
門
覚
・竺

　　　　

こ

　

脛
安
四
年
辛
亥
七
月
十
六
日
酉
剋
帰
舜
七
十
歳
」

明
鏡
禅
尼

　

霊
位
」
裏
面
’̀

「
貞
和
三
年
丁
亥
三
月
廿
二
日

　

逝
去
五
十
二
歳

と
紀
銘
の
も
の
が
発
見
さ
れ
、
形

・
彩
色

・
型
式
か
ら
制
作
年
代
も
応
安
四
年

(
一

三
七
一
)
に
近
い
頃
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
素
地
の
ま
ま
の
白
木
位
牌
も

発
掘

さ
れ
、

貞
和
よ
り
永
享
年
間

(
一
三
四
五
~
一
四
一
四
)
の
紀
年
銘
を
有
す
る
も
の
三

十
四
点
、
干
支
あ
る
い
は
月
日
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
十
二
点
、
墨
書
の
判
読
不
可

能
な
も
の
と
断
片
三
十

一
点
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
紀
年
銘
の
あ
る
も
の
で
二

十

一
点
が
応
永
年
間

(
一
三
九
四
~
一
四
二
八
)
で
あ

゜
(泗
゜

こ
う
し
た
遺
品
か
ら
し

て
、
位
牌
は
す
で
に
十
四
世
紀
南
北
朝
時
代
に
は
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

が

わ

か

る
。
成
立
年
時
は
不
詳
で
あ
る
が
、
南
北
朝
時
代
の
初
め
に
定
型
化
さ
れ
流
布
し
た

『
曾
我
物
語
』
に
は
、
大
磯
の
虎
が
高
麗
寺
の
山
奥
に
入

っ
て
柴
の
庵
を
結
び
九
品

往
生
の
の
ぞ
み
で

一
向
専
修
の
行
を
し
て
い
る
様
子
を
、

母
も
姉
も
、
な
く
く
庵
室
の箆
を
見
ま
わ
せば
、
三間
に作
た
る
を
、
二間
を

ば
道
場
に
こ
し
ら
へ
、
阿
弥
陀
の
三
尊
を
東
む
き
に
か
け
た
て
ま
っ
り
、
浄
土
の

三
部
経

・
往
生
要
集

・
八
軸
の

一
乗
妙
典
も
机
の
上
に
お
か
れ
た
り
。

…
…

(中

略
)
…
…
佛
の
御
前
に
、

六
時
に
花
香
あ
ざ
や
か
に
そ
な
へ
、
二
人
の
位
牌
の
前

に
も
、
花
香
お
な
じ
く
そ

へ
た
り
。

と
描
写
し
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
出
家
遁
世
者
で
位
牌
を
中
心
に
し
た
追
善
菩
提

供
養
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
事
例
は
浄
土
系
に
お
け
る
位
牌
の
存
在
を

示
し
て
い
る
が
、
中
世
後
期
に
葬
祭
的
比
重
を
高
め
て
地
方
発
展
を
は
か
っ
た
禅
宗

に
よ

っ
て
位
牌
は
流
行
し
だ
し
た
。
十
五
世
紀
中
頃
の

『
塵
添
塩
嚢
紗
』
巻
十
六
に

「
但

ジ
位
牌
卜
云
言
、
禅
家

二
好
用
夕
儀
献
。
正
道
ノ
古
所

二
元
事
也
卜
云
ヘ
リ
。」

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
五
号

中
に

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
・
右
側
に

「
物
故
本
願
寺
三
世
善
如
上
人
霊
位
」

　

・
左
側

に

「
明
徳
第
三
暦
二
月
時
正
初
日
1　
之
」
と
あ

っ
て
、
す
で
に
十
四
世
紀
後
半
に
そ

の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
法
名
を
紙
に
記
し
て
先
亡
の
名
を
標
し
て
お
く
こ
と
は
、
モ

の
後
さ
し
て
問
題
も
な
く
行
わ
れ
た
と
思
え
る
が
、

『
真
宗
帯
佩
記
』
巻
下
に
、

今
家

一こ

ヘ
ス
。
第
十
三
世
ノ
御
時
。
本
山

ニ
ソ
ノ
式
マ
ジ
マ
セ
タ
ヨ
ジ
。
古
老
モ
記
セ
ラ

レ
タ
リ
。
近
代

(
末
寺

ニ
モ
ソ
ノ
式
ヲ
倣
フ
類
ア
リ
。

コ
レ
儒
者

ノ
木
主

ヲ
立

テ
。
他
宗

二
位
牌
ヲ
立
タ
ノ
通
式

二
準
ス
タ
カ
。

と
あ

っ
て
、
次
第
に
礼
拝
供
養
の
対
象
と
な

っ
て
い
っ
た
。
紙
牌
は
現
在
の
在
家
仏

壇
に
掛
け
ら
れ
る
法
名
軸
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
法
名
が
木
片
で
な

く
紙
に
書
か
れ
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、
樹
木
を
依
代
と
し
た
日
本
人
の
伝
統
的
霊

魂
観
念
か
ら
し
て
い
ま

一
つ
普
及
せ
ず
、
門
徒
間
に
も
位
牌
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
位
牌
は
い
つ
頃
か
ら
出
現
し
流
行
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
。
わ
が
国
最

古
の
紀
年
銘
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
中
尊
寺
に

「
鎮
守
府
将
軍
藤
原
秀
衡
朝
臣
」

(表
)

　

「
文
治
三
が
年
十
二
月
二
十
八
日
卒
」

　

(裏
)
と
記
さ
れ
た
位
牌
が
存
す
る

が
、
干
支
の
位
置
と
雲
形
頭
部
の
円
相
の
位
置
か
ら
鎌
倉
初
頭
の
文
治
三
年
(
一
一
八

七
)
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
室
町
時
代
後
半
な
い
し
は
戦
国
末
期
以
降
と
解
せ
ら
れ
て

い
る
。
次
い
で
古
い
紀
年
銘
の
も
の
に
岐
阜
県
多
治
見
市
永
保
寺
に
元
亨
三
年

(
一

三
二
三
)
の
も
の
が

あ
る
が
、
頭
部
と
台
座
を
欠
失
し
て
い
る
と
い
う
。
完
形
の
も

の
と
し
て
は
、
元
興
寺
極
楽
坊
で
発
掘
さ
れ
た
位
牌
の
中
に
雲
型
位
牌

で
表
面

に



祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ト
ム

ラ
イ

ア
ゲ

ー
ト

イ

ア
ゲ

ー
ト

イ

キ
リ

と

い

わ
れ
る

三
十
三
年

・
五
十
年

回
忌

を

経

て
、
こ
の
塗
位
牌
は
海
川
に
流
さ
れ
た
り

寺
院

・
墓
に
納
め
ら
れ
る
。
い
ま
、
位
牌

の
祀
ら
れ
る
場
所
と
形
態
変
化
の
プ
ロ
セ

芦
を
図
式
化
し
て
み
る
と
図
1
の
よ
う
に

な
る
が
、
こ
の

一
巡
の
過
程
の
中
に
日
本

人
の
霊
魂
観
と
他
界
観
が
表
出
さ
れ
、
儀

礼
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

”

4 臨寺
↓

位牌堂

位牌壇

渡
で
は
こ
れ
を
イ
(
イ
カ
ク
ジ
と
い
い
、
福
岡
県
大
島
で
は
必
ず
椿
の
枝
、
滋
賀
県

高
島
郡
で
は
椿
ま
た
は
柾
木
の
花
の
な
い
枝
で
あ

っ
て
、
こ
の

一
本
花
は
葬
列
に
加

わ
り
墓
ま
で
持

っ
て
い
っ
た
。
内
位
牌
は
葬
儀
終
了
後
の

一
定
期
日
を
経
て
檀
那
寺

に
納
め
ら
れ
、
各
家
の
仏
壇
に
は
黒
塗

・
金
箔
な
ど
の
恒
常
性
を
も

っ
た
塗
位
牌
が

と
あ
り
、
ま
た

『
諸
回
向
清
規
』
(
一
五
六
五
)
巻
第
四
に
は
臨
済
宗
の
在
家
の
位
牌

書
式
が
成
文
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
十
六
世
紀
に
は
か
な
り
普
及
し
た
と
み
え

る
が
、
そ
れ
で
も
位
牌
を
立
て
る
者
は
武
士
を
中
心
と
し
た
上
級
階
層

と
考

え

ら

れ
、

一
般
庶
民

へ
の
普
及
は
江
戸
時
代
に
入

っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
木
章
の
最
初
に

蓮
如
に
よ
る
位
牌
否
定
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
近
世
に
な

っ
て

一
般
末
寺

・
門

徒
間
に
位
牌
が
出
現
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
真
宗
内
だ
け
に
限

ら
ず
位
牌
流
行
の
歴
史
的
動
向
と
軌
を

一
に
し
て
お
り
、
真
宗
側
の
対
応
で
あ

っ
た

と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
蓮
如
時
代
に
社
会
的
に
位
牌
が
武
士
階
層
を
中
心
に
広
ま

り
、
江
戸
時
代
に
入

っ
て
門
徒
を
も
含
め
庶
民
層
に

一
般
化
し
た
の
で
あ

っ
た
。

さ
て
次
に
、
位
牌
と
は
民
俗
信
仰
に
と
っ
て
何
で
あ
り
、
真
宗
は
こ
れ
を
否
定
す

る
。こ
と
に
よ
っ
て
何
を
ど
う
変
容
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
、
こ
の
点
を
少
し
考
察
し

て
み
た

い
。

日
本
人
の
伝
統
的
霊
魂
観

・
他
界
観
念
か
ら
し
て
、
位
牌
は
そ
こ
に
霊
魂
が
と
ど

ま
る
も
の
と
さ
れ
、
死
者
霊
の
象
徴
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通

り

で
あ

る
・
位
牌
は
大
別
し
て
順
修
牌
と
逆
修
牌
に
分
け
ら
れ
る
が
、
い
ま
順
修
牌
の
民
俗

的
儀
礼
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
葬
送
儀
礼
と
葬
後
供
養
に
お
い
て
展
開

さ

れ

る
。
葬
送
に
際
し
て
白
木
の
位
牌
が
立
て
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
祭
壇
に
安
置
さ
れ

る
内
位
牌
と
野
辺
送
り
に
用
い
ら
れ
る
野
位
牌
が
あ
る
。
野
位
牌
は
死
後
た
だ
ち
に

枕
も
と
に
供
え
ら
れ
、
イ
(
イ
七
チ
の
呼
称
が
あ
る
よ
う
に
葬
列
で
家
の
相
続
人
が

持

っ
て
墓
所
に
行

っ
て
供
え
ら
れ
、
忌
み
期
間
中
こ
の
場
所
で
供
養

の
対
象

と
な

る
。
野
位
牌
と
同
様
死
者
の
枕
も
と
に
立
て
る
も
の
と
し
て

一
本
花
が
あ
る
が
、
佐

真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性

図

位
牌
が
死
者
霊
魂
の
依
代
で
あ
る
か
ぎ
り
、
安
置
さ
れ
る
墓
所

・
仏
壇

・
寺
院
が
霊

魂
常
在
の
と
こ
ろ
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
最
も
重
要
な
点
は
、
こ

の
過
程
が
死
霊
←
新
仏
←
ホ
ト
ヶ
←
先
祖
←
神
と
な
る
浄
化
儀
礼
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
最
終
年
回
で
あ
る
ト
イ
キ
リ
は
、
死
者
霊
魂
が
個
性
を
喪
失
し
て
家
の
先
祖

・

神
と
昇
華
す
る
時
期
で
あ
り
、
祖
霊
は
正
月

・
盆

・
春
秋
彼
岸
な
ど
年
に
数
回
来
訪

す
る
こ
と
か
ら
歳
時
習
俗
儀
礼
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

い
ま
、
真
宗
が
位
牌
を
立
て
な
い
こ
と
は
、
こ
の
日
本
人
の
霊
魂
観
と
祖
霊
を
中

三
九

ト イ キ リ

ト ム ラ イ アゲ
I



同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
五
号

核
に
し
て
展
開
さ
れ
る
民
俗
儀
礼
を
否
定
す
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
本
質
的
に
は
、

先
祖
と
よ
ば
れ
る
も
の
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
教
団
に
と
っ
て
真
宗

寺
院
の
存
在
意
義
が
ど
こ
ま
で
も
聞
法
道
場
と
さ
れ
、
位
牌
堂

・
位
牌
壇
を
出
現
さ

せ
ず
菩
提
寺
院
化
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
理
由
は
、
こ
の
祖
霊
否
定
の

一
点
に
起
因

す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
仏
壇
に
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
位
牌
壇
と
な
る
こ
と
を
嫌
う
こ

と
も
同
様
で
あ
る
。
祖
霊
信
仰
を
肯
定
し
て
基
底
に
す
え
る
と
、
墓
と
仏
壇
と
寺
院

は
三
位

一
体
の
関
係
を
当
然
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
寺
院
の
木
質
が
墓
で
あ
る

こ
と
に
な
る
。
真
宗
は
こ
う
し
た
習
合
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
、
真
宗
の
反
民
俗
性
を
門
徒
習
俗
の
中
に
み
て
み
る
と
ど
の
よ
う
な
状
態

に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
最
も
よ
く
真
宗
の
反
民
俗
性
と
祖
霊
否
定
を

示
し
て
い
る
事
例
と
し
て
、
最
初
に
触
れ
て
お
い
た
無
墓
制
の
門
徒
習
俗
が
あ
る
。

児
玉
識
氏
の
報
告
さ
れ
た
特
徴
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

倒

　

最
近
ま
で
墓
は

I
切
な
し
。

悶

　

死
者
は
焼
場
で
火
葬
さ
れ
る
と
、
骨
は

一
部
西
大
谷
納
骨
の
た

め

に

と

る

が
、
残
り
は
湖
中
に
投
棄
さ
れ
た
り
焼
場
に
放
置
さ
れ
る
。
骨
に
対
す
る
ク
ブ

ー
も
執
着
も
な
い
。

㈲

　

位
牌

・
過
去
帳
は
各
家
に
な
く
、
葬
儀
に
お
い
て
も
法
名
を
重
視
せ
ず
。

㈲

　

盆

・
彼
岸
な
ど
に
墓
参
の
習
慣
は
な
く
、
先
祖
が
そ
の
よ
う
に
し
て
祀
ら
れ

る
べ
き
だ
と
い
う
意
識
も
な
い
・

と
な
る
。
こ
れ
程
ま
で
徹
底
化
し
た
姿
で
は
な
い
が
、
岐
阜
県
徳
山
村
櫨
原
で
は
新

盆

・
初
盆
な
ど
と
い
う
事
は
な
く
、
盆
に
は
赤
飯
か
牡
丹
餅

・
索
麺
を
作

る
く

ら

四
〇

い
。
ま
た
家
の
位
牌
に
鏡
餅
を
供
え
る
だ
け
で
、
道
場
で
も
三
昧

(火
葬
場
)
で
も

何
事
も
な
く
行
く
人
も
な
い
と
い
う
。
同
村
本
郷
で
も
石
塔
を
持
つ
家
だ
け
が
盆
に

石
塔
の
前
で
餅
を
撒
く
が
、
他
に
は
と
り
た
て
て
行
事
ら
し
い
も
の
は
な
い
。
飛
騨

白
川
村
木
谷
で
は
、
仏
壇
や
仏
具
類
を
磨
い
て
、
十
三
日
か
ら
お
花
と
オ
プ
ク
様
を

供
え
、
他
に
は
お
墓
を
掃
除
す
る
だ
け
で
墓
に
は
何
も
供
え
ず
、
墓
前
で
読
経
も
し

な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
盆
儀
礼
の
簡
素
化
と
、
墓
軽
視
の
習
俗
は
、
伝
統
的
祖
霊

信
仰
が
門
徒
に
あ

っ
て
は
か
な
り
稀
薄
に
な
り
変
容
し
て
い
る
こ
と
を
示

し

て

い

る
。と

こ
ろ
で
、
真
宗
の
反
民
俗
性
は
現
実
的
に
ど
こ
ま
で
可
能
で
あ

っ
た
の
か
。
門

徒
の
先
祖
観
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
真
宗
と
民
俗
の
問
題
と
な

る
焦
点
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
位
牌
が
立
て
ら
れ
仏
壇
に
安
置

さ

れ

て

も
、
図
1
に
み
る
民
俗
的
儀
礼
と
の
連
関
性
を
失
な

っ
て
い
る
限
り
、

一
般
の
位
牌

と
同

一
視
で
き
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
教
義
上
か
ら
の
位
牌
否
定
に
も
か
か

わ
ら
ず
門
徒
間
に
位
牌
が
立
て
ら
れ
普
及
し
た
こ
と
は
、
逆
に
日
本
人
の
祖
霊
信
仰

が
如
何
に
強
い
か
の
証
明
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で
潜
在
化
し
て
い
た
習
俗
が
顕
在

化
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
解
釈
が
成
立
す
る
典
型
的
な
事
例
が

「
法
名

基
」
で
あ
る
。
大
谷
本
廟
で
は
収
骨
時
に
納
骨
者
持
参
の
位
牌
に
か
え
て
、
こ
の
法

名
基
が
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
別
院
の
本

堂
須
弥
壇
下
に
、
法
名
基
奉
安
所
と
し
て
安
置
さ
れ
て
い
る
。
各
個
人
の
希
望
に
よ

っ
て
上
げ
ら
れ
る
が
、
法
名
基
と
称
せ
ら
れ
な
が
ら
形
態
的
に
は
位
牌
と
同
型
で
あ

る
。
里
塗
と
金
箔
の
二
種
類
が
あ

っ
て
、
表
面
に
は

「
法
名

四
四
嚇
文
」
(里
塗
)
・



霊
観
と
、
そ
の
浄
化
儀
礼
と
し
て
の
プ
ロ
セ
こ

る
。
こ
こ
か
ら
、
真
宗
門
徒
が

「
先
祖
」
と
い
う
時
、
そ
こ
に
は
民
俗
的
祖
霊
信
仰

が
基
盤
に
な
り
な
が
ら
も

「
真
宗
的
な
先
祖
」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
春
日
井
家
先
祖
代
々
」

　

(金
箔
)
の
形
式
で
刻
ま
れ
て
あ
っ
た
。
葬
後
供
養
に
お

け
る
民
俗
儀
礼
と
の
連
関
性
を
有
し
な
い
点
か
ら
す
れ
ば
、
天
牌
が
位
牌
で
な
い
と

さ
れ
た
よ
う
に
法
名
基
も
位
牌
で
な
い
と
言
い
得
る
。
し
か
し
、

「
○
○
家
先
祖
代

々
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
家
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
祖

霊
信
仰
の
表
象
で
あ
り
位
牌
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
法
名
基
と
称
し
て
、
位
牌
の
形

式
を
模
し
な
が
ら
も
内
容
的
に
は
換
骨
奪
胎
し
よ
う
と
す
る
真
宗
の
立
場
と
、
名
称

は
ど
う
で
あ
れ
依
然
と
し
て
従
来
の
位
牌
と
同
じ
先
祖
の
表
象
と
し
て
い
こ
う
と
す

る
門
徒
の
立
場
が
未
昇
華
の
ま
ま
混
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

真
宗
門
徒
の
先
祖
観
が
変
容
し
て
き
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
に

ト
イ
キ
リ

(最
終
年
回
)
意
識
の
稀
薄
化
か
あ
る
。
奈
良
県
生
駒
市
南
部
に
あ
る
旧

南
生
駒
村
十

一
ケ
村
は
、
融
通
念
仏
宗
他
帯
で
六
斎
念
仏
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
こ
の
中
浄
土
真
宗
寺
院
が

I
ケ
寺
あ

っ
て
、
そ
の
真
宗
の
家
で
は
回
り
が
三
十

三
年
か
五
十
年
を
最
終
年
回
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
百
回
忌
ま
で
す
る
。
ど

こ
の
土
地
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

『
民
俗
学
辞
典
』
に
は

「真
宗
の
さ
か
ん
な

村
な
ど
は
百
年

・
百
五
十
年
の
後
ま
で
お
こ
な
う
の
だ
と
い
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
て

い
る
し
、
現
在
で
も
莫
宗
寺
院
側
か
門
徒
に
百
年

・
百
五
十
年
忌
を
毎
年
通
知
し
て

執
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
全
国
各
地
に
多
い
。
美
濃
徳
山
村
櫨
原
で
は
、
五
十
年
忌

を
ト
イ
ジ

マ
イ
と
し
て
そ
の
後
年
回
を
行
う
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
、
五
十
年

忌
を
す
ま
し
て
も
命
日
だ
け
に
は
法
事
を
な
し
て
い
る
の
で
旧
家
ほ
ど
ま
つ
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
日
が
多
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
門
徒
の
年
回
意
識
は
、
伝
統
的
な

最
終
年
回
を
も

っ
て
個
々
の
霊
は
個
性
を
失
な
い
先
祖

一
般
と
融
合
す
る
と
い
う
祖

真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性

以
上
、
真
宗
に
お
け
け
る
位
牌
否
定
か
ら
位
牌
の
歴
史
と
意
味
、
さ
ら
に
門
徒
習

俗
と
の
関
係
を
み
て
き
た
。
次
に
死
霊
の
象
徴
と
し
て
の
位
牌
を
否
定

し

た
莫
宗

は
、
何
を
以

っ
て
位
牌
の
代
わ
り
と
な
し
葬
後
儀
礼
を
行
お
う
と
し
た
の
か
が
問
題

と
な
る
。
そ
こ
に
は
、
真
宗
的
な
先
祖
観
が
表
象
さ
れ
て
い
る
と
推
定
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。

真
宗
に
お
い
て
位
牌
に
代
わ
る
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
本
願
寺

の
葬
送
儀
礼
お
よ
び
葬
後
儀
礼
の
中
に
探

っ
て
み
よ
う
。

第
九
代
実
如
は
、
大
永
五
年

(
一
五
二
五
)
二
月
二
日
辰
剋
に
示
寂
し
七
日
に
葬
礼

が
行
わ
れ
た
が
、

『
実
如
上
人
閣
維
中
陰
録
』
は
、
往
生
前
後
の
様
子
か
ら
葬
礼

・

灰
寄

・
中
陰
に
わ
た

っ
て
次
第
を
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
。
い
ま
、
そ
の
細
か
な
経

過
に
つ
い
て
は
述
べ
な
い
こ
と
と
す
る
が
、
特
に
往
生
直
前
に
臨
終
仏

が
懸

け

ら

れ
、
葬
礼
終
了
後
に
な
る
と
こ
の
臨
終
仏
か
ら
実
如
の
寿
像
に
懸
け
か
え
ら
れ
て
中

陰
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
。

四

一

二

　

御
影
と
祖
先
祭
杷
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往
生
直
後
の
様
子
を

『
閣
維
中
陰
録
』
に
は
、

一
、
本
尊

臨
終
佛

御
亭
九
関
ノ
西
三
間
ノ
中

二
。
カ
ケ
被
y
申
候
。
此
間
御
寝
所

也
。
本
尊
ノ
御
前
ト
ヲ
リ
サ
マ
。
障
子
ノ
キ
ワ
ヨ
リ
。
間
中
許
ヲ
キ
テ
。
横

二
頭

北
面
東
ニ
フ
ト
ン
ヲ
ど

四

二

オ

カ

タ
。

と
あ
り
、
遺
骨
が
安
置
さ
れ
た
。
遺
骨
は
三
七
日
が
過
ぎ
て
も
五
十
日
間
は
こ
の
ま

ま
安
置
さ
れ
、
三
月
二
十
日
に

「
御
堂
ノ
仏
壇
ヲ
上

一
枚
ノ
ケ
ヲ
サ
メ
ラ
」
れ
、
そ

の
時
に
御
亭
の
寿
像
も
こ
れ
ま
で
蓮
如
の
御
影
が
懸
か

っ
て
い
た
御
堂
北
ノ
押
板
の

真
中
に
懸
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
寿
像
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
勿
論
実
如
の
肖
像
画
の
こ
と

で
あ

る

が

「
御
在
世
よ
り
容
貌
を
写
し
有
志
の
懇
願
よ
り
御
免
御
下
げ
渡
し

を
御
寿
像

と

云

ふ
。
御
遷
化
後
の
御
影
は
」
と
あ
る
区
別
か
ら
す
れ
ば
、
正
確
に
は
御
影
と
呼
称
さ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
五
十
日
の
儀
礼
と
し
て
遺
骨
が
御
堂
仏
壇
下
に
納
骨
さ
れ

る
ま
で
は
寿
像
で
あ
り
、
こ
の
寿
像
が
御
堂
に
安
置
さ
れ
る
と
御
影
で
あ
る
と
意
識

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
同

一
肖
像
画
が
臨
終
仏
を
介
在
し
て
寿
像

か
ら
御
影

へ
と
呼
称
が
変
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は

後
に
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
い
ま
少
し
本
願
寺
の
葬
送

・
中
陰
儀
礼
お
よ
び
命
日

・

年
忌
な
ど
の
葬
後
儀
礼
に
寿
像

・
御
影
と
呼
ば
れ
る
肖
像
画
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た

事
実
を
み
て
み
よ
う
。

『
闇
維
中
陰
録
』
に
み
る
第
九
代
実
如
の
葬
制
は
、
第
八
代
蓮
如
の
制
定
し
た
も

の
に
順
じ
た
も
の
で
あ
り
、
以
後
、
本
願
寺
歴
代
の
葬
制
も
基
本
的
に
は
同
様
に
踏

襲
さ
れ
た
。
文
禄
元
年

(
一
五
九
二
)
十

一
月
二
十
四
日
示
寂
の
第
十

一
代
顕
如
の
葬

送

・
中
陰
を
記
す

『
祖
門
荷
事
残
篇
』
に
は
、

「
穎
如
上
人
ノ
書
像

(
。
對
面
所

二

安
ジ
荘
厳
ス
)

　

「
五
十
日
ヲ
年
内

二
御
沙
汰
ア
リ
。
郎
御
亭

ニ
テ
碩
経
畢
テ
斎
食
。

ソ
レ
過
テ
御
堂
掃
除
。
頻
如
上
人
ノ
謁
像
掛
リ
。
御
骨
(
須
禰
壇
ノ
内

へ
納
メ
テ
勤

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
本
尊
臨
終
佛
は
、
同
日
六
ノ
時
分
に
危
篤
状
態
に
な

っ
た
と

き
長
柱
に
懸
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

「
代
々
ノ
臨
終
佛

(
。
御
土
蔵

ニ
ア
タ
ヘ

キ
由
御
意
俣
間
。
則
代
々
ノ
臨
終
佛
卜
皿
四
皿

外
題

二
俣
ヲ
取
出
)
と
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
本
願
寺
に
代
々
伝
わ
る
臨
終
佛
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
後
、
沫
浴
を
し

て
御
堂
に
向
い
諸
人
が
遺
骸
拝
礼
、
ま
た
御
亭
に
戻
り
、
本
尊
左
方
に
頭
西
面
南
に

し
て
石
枕
を
し
廻
り
に
屏
風
を
立
て
て
い
る
。
四
日
に
は
御
亭
本
尊
前
に
花
足
六
行

が
お
か
れ
、
五
日
に
再
度
御
亭
の
奥
の
三
間
の
座
敷
の
押
板
の
き
わ
に
遺
骸
を
安
置

し
な
お
し
、
臨
終
仏
も
懸
け
直
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
朝
勤

・
迫
夜
勤
が
、
正
信
偶
舌

々

・
和
讃
三
首

・
短
念
仏
百
返

・
回
向
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
二
月
七

日
未
剋
に
葬
礼
、
二
月
八
日
卯
剋
に
灰
寄
と
な

っ
た
が
、
臨
終
仏
は
葬
所
に
行
か
ず

御
亭
押
板
に
懸
け
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
、
葬
所
か
ら
帰

っ
て
御
堂
で
の
葬

帰
り
の
勤
行
が
終

っ
て
後
、
臨
終
仏
は
の
け
ら
れ
1　
像
が
御
亭
押
板
の
真
中
に
懸
け

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
閣
維
中
陰
録
』
に
は
。

一
、
御
亭
ノ
押
板

二
(
。
ア
サ
キ
ノ
金
欄
ノ
打
敷
ヲ
J
J
即
皿
匹
四
直

ニ
ジ
カ
タ
。

花
足
十
二
合
。
録
石
ノ
三
具
足
。
花
(
拙
也
。
御
寿
像
ノ
ウ
ーフ
ニ
。
拾
骨
ノ
桶
ヲ

置
ヲ
オ
キ
。
(

燭
ヲ
燈
サ
レ
御



所
‘設
二霊
位
一」
・
第
十
三
代
良
如

「
設
二
霊
位
於
小
広
間
耗
匹

日　 ・ 二

三
時
修
一念
誦
」
・
第
十
四
代
寂
如
「設
二霊
位
於
集
会
所
{
三

山
科
御
坊
御
影
堂
に
つ
い
て

『
本
願
寺
作
法
之
次
第
』
を
み
る
と
、
中
央
開
山
聖

人
の
右
南
押
板
に
如
信
以
下
存
如
ま
で
の
代
々
御
影

一
幅
が
懸
け
ら
れ
て
お
り
、
四

日

(如
信
)
十
九
日

(覚
如
)
廿
日

(従
覚
)
廿
九
日

(善
如
)
廿
四
日

(棹
如
)

十
四
日

(巧
如
)
十
八
日

(存
如
)
の
命
日
に
は
、
す
で
に
灯
明
が
点
ぜ
ら
れ
焼
香

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
代
々
の
御
影
に
つ
い
て
西
本
願
寺
に
伝
わ
る
山
科
八
幅
と
い
わ

れ
る
御
影
を
当
て
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
こ
の
代
々
御
影
は
、
証

如
往
生
以
後
慶
寿
院
殿
祐
誓
に
よ

っ
て
二
幅
に
さ
れ
た
連
座
御
影
と
み
た
方
が
適
当

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
山
科
八
幅
の
御
影
は
そ
の
命
日

・
年
忌
に
懸
け
ら
れ
た
も
の

と
み
た
い
。

一
方
、
開
山
左
方
北
の
押
板
に
は
蓮
如
と
蓮
祐
禅
尼
の
御
影
が
懸
け
ら

れ
て
い
て
、
や
は
り
命
日
に
は
勤
行
さ
れ
て
い
た
。
実
如
の
中
陰
五
十
日

の
儀
礼

で
、
御
亭
に
あ

っ
た
1　
像
が
こ
の
蓮
如
と
蓮
祐
の
真
中
に
懸
け
ら
れ
た
こ
と
は
先
に

み
た
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
本
願
寺
歴
代
の
御
影
と
そ
れ
以
外
の
者
の
御
影
と
の
区
別
に

つ
い
て
み
て
み
た
い
。
歴
代
法
主
肖
像
画
が
図
1
の
よ
う
に
寿
像
←
臨
終
仏
←
御
亭

寿
像
←
御
影
堂
安
置
の
御
影
←
巡
座
御
影
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
浄
土
真
宗
の

法
統
伝
持
者
と
し
て
正
統
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
者
は

一
時
期
御
影
堂
に

行
ア
リ
」
と
あ
る
。
ま
た
同
1　
に

「
御
影
前
北
ノ
間

二
。
信
楽
院
殿
(顕
如
)
尊
像
。

南
ノ
御
代
ノ
間
二
。
信
受
院
殿

(証
如
)
尊
像
。」
と
あ
っ
て
、
第
十
代
証
如
も
同
様

で
あ
っ
た
。

『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
を
み
て
み
る
と
、

第
十
二
代
准
如

「
於
二対
面

温
訪
胆
毎
日

朝
至
二
十
五
日
‘於
二

rL←
持
仏
堂
安
置
の…
…
…
…
…
…

御
影

四
三

祖
堂
及
霊
前
・修
二法
事
一」
・
第
十
七
代
法
如

「
於
二集
会
所
{設
二霊
位
{修
二仏
事
こ

と
だ
け
あ
る
が
、
寿
像
が
懸
け
ら
れ
裏
に
は
遺
骨
が
安
置
さ
れ
て
い
た

と

み

て

よ

にい

。歴
代
法
主
以
外
の
本
願
寺

一
族
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
蓮
如
の
継
室
で
あ
っ
た

蓮
能
は
永
正
十
五
年

(
一
五
一
八
)
に
没

っ
し
て
い
る
が
、

『
蓮
能
御
往
生
匹
』』
に
よ

る
と
拾
骨
後
、
「勤
行
洒
キ
テ
御
堂
ノ
局
ノ
内
押
板

二
本
尊
ヲ
懸
。
三
具
足
。
花
(
檎

也
。
打
敷
花
足

六
合
首
骨
ノ
桶
ヲ
モ
局
ノ
内
ニ
オ
カ
y
ヽ
也
)
と
あ
っ
て
蓮
能
の
肖

像
画
は
み
え
な
い
。
御
堂
と
は
別
に
御
亭
に
も
中
陰
壇
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
本
尊
が

懸
け
ら
れ
三
具
足

・
花
拙

・
打
敷

・
花
足

二
合
と
だ
け
あ
る
。
し
か
し
、
慶
長
十
四

年

(
一
六
〇
九
)
七
月
五
日
の

『
小
童
阿
茶
往
生
記
』
に
は
、
中
陰
が
八
日
か
ら
始
ま

る
の
に

「
影
像
不
出
来
」
で
あ
る
と
あ
り
、
翌
九
日
に
出
来
上

っ
た
の
で
本
尊
に
取

り
か
え
懸
け
た
と
あ
る
。

ま
た
、
慶
長
十
九
年

(
一
六
一
四
)
十
二
月
二
日
往
生

の

「
興
門
様
御
児
様
号
御
コ
ウ
」
に
も
同
様
の
記
事
が
み
え
る
。
こ
こ
に
は
、

中
陰
中

に
影
像
が
な
け
れ
ば
製
作
し
て
懸
け
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
意
識

が

み

え

よ

う
。
こ
の
よ
う
に
葬
送

・
中
陰
儀
礼
に
使
用
さ
れ
た
寿
像

・
影
像
と
よ
ば
れ
る
肖
像

画
は
、
ま
た
命
日

・
年
忌
な
ど
に
も
使
用
さ
れ
た
。

真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性

ま
し
臨絵
←四認づ
←I
ド頴
←岩木↑岫影の
図JI
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御
影
が
安
置
さ
れ
て
も
結
局
は
は
ず
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
寿
像

・
御
影
の
安
置

さ
れ
る
場
所
を
御
影
堂
以
外
に
み
て
み
る
と
持
仏
堂
が
浮
か
び
上

っ
て
く
る
。

『本

願
寺
作
法
之
次
第
』
に
、

山
科
の
御
坊
に
て
は
、
官
如
の
御
時
は
、
五
日
の
朝
と
廿
五
日
の
朝
と
は
御
堂
の

朝
勤
の
後
や
が
て
南
殿
御
亭
の
亭
に
て
勤
侯
。

一
家
衆
。
内
陣
衆
ば
か
り
、
御
堂

衆
二
人
被
參
候
。
廿
五
日
は
蓮
如
御
影
か
ゝ
り
、
三
具
足
燈
豪
を
か
る
ゝ
。

と
あ
り
、
ま
た
、

両
脇
三
尺
節
押
板
に
、

一
方
は
蓮
如
の
御
影
に
三
具
足
燈
豪
以
下
如
常
、

一
方
に

は
蓮
祐
禅
尼
の
御
影
か
ゝ
り
、
三
具
足
以
下
あ
り
。
五
日
の
朝
と
廿
五
日
の
朝
と

毎
月
勤
行
に
御
出
侯
て
、
賓
如
上
人
御
調
脈
あ
り
。

と
あ
る
。
「
南
殿
御
亭
の
亭
」
と
は
、
永
正
十
三
年

(
一
五
一
六
)
御
亭
の
池
を
中
半

埋
め
て
つ
く
ら
れ
た
、
横
二
間
長
三
間
半

・
こ
け
ら
葺
の
持
仏
堂
を
さ
し
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
前
、
持
仏
堂
と
い
わ
れ
る
も
の
は
蓮
如
に
よ

っ
て
大
坂
御
坊
に
建
立
さ
れ

て
い
た
。
本
尊
は
興
正
寺
門
徒
寄
進
に
よ
る
厨
子
入
の
木
像
で
、
両
脇
に
は
蓮
如

・

蓮
祐
の
御
影
が
か
け
ら
れ
て
い
た
。
証
如
代
に
は
、
賓
如
御
影

・
如
祐
御
影

・
圓
如

御
影
が
懸
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『慶
長
拾

一
Jy
四
月
日
興
門
様
ノ
御
児
様
御
往

生
ノ
記
』
に
は

「
持
仏
堂
荘
厳
」

　

「
御
身
(
絵
像
ノ
五
百
ノ
御
身
也
)
と
あ

っ
て
、

准
如
代
に
も
持
仏
堂
に
影
像
が
懸
け
ら
れ
て
い
た
。
御
影
堂
が
ど
こ
ま
で
も
本
願
寺

歴
代
に
象
徴
さ
れ
る
法
統
伝
持
の
場
所
と
し
て
道
場
の
意
味
を
持
つ
の
に
対
し
、
持

仏
堂
は
そ
の
背
後
に
あ

っ
て

一
族
の
御
影
が
懸
け
ら
れ
、
命
日
に
は
勤
行
さ
れ
る
私

釣
な
内
仏
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
’そ
し
て

一
般
的
に
は
こ
の
持
仏
堂
こ
そ
は
死
者
の

四

四

菩
提
が
弔
わ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
成
立
し
た
無
名

民
間
寺
院
の

一
つ
の
祖
型
で
あ

っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
大
谷
木
廟
が
准
如

・

良
如
を
経
て
寂
如
に
よ
り
諸
堂
が
整
備
さ
れ
て
い
く
中
、
こ
こ
に
祖
厨
壇
下
の
諸
骨

と
と
も
に
先
主
像
や
祖
師
等
身
像

・
連
座
御
影
な
ど
が
安
置
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
。

以
上
、
実
如
を
中
心
’と
し
て
本
願
寺
に
お
け
る
葬
送

・
中
陰

・
葬
後
儀
礼
で
寿
像

・
影
像

・
御
影
と
よ
ば
れ
る
肖
像
画
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
た
が
、
こ
れ

は
真
宗
が
位
牌
を
否
定
し
て
立
て
な
い
こ
と
に
よ
る
と
言
え
よ
う
。
逆
に
、
他
宗
派

に
あ

っ
て
は
真
宗
の
肖
像
画
に
相
当
す
る
も
の
が
位
牌
と
も
い
え
る
。
こ
こ
で
わ
が

国
絵
画
史
上
に
お
け
る
肖
像
画
の
歴
史
を
み
て
み
る
と
、
古
く
か
ら
死
者
儀
礼
と
結

び

つ
い
て
い
た

一
面
が
あ

っ
た
。

上
代
に
お
い
て
、
わ
が
国
最
古
の
肖
像
画
遺
品
で
あ
る
阿
佐
太
子
筆
聖
徳
太
子
御

影
は
、
太
子
没
後
に
太
子
と
等
身
の
仏

・
菩
薩
像
と
し
て
法
隆
寺
釈
迦
三
尊
や
夢
殿

救
世
観
音
が
造
像
さ
れ
た
と
同
じ
情
況
で
制
作
さ
れ
た
追
慕
像

・
礼
拝
像
と
み
る
こ

と
が
で
き
乱
048)
’扶
桑
略
記
』
延
暦
十
六
年
条

(七
九
七
)
に
は
、

「
四
月
丙
子
。
僧

正
善
珠
卒
。
團
七
十
五
・
皇
太
子
(四
)
図
‘一其
形
像
　0置
一秋
篠
寺
ご
と
あ
っ
刃
善

珠
法
師
の
死
後
そ
の
肖
像
画
が
制
作
さ
れ
信
仰
対
象
と
し
て
寺
院
に
安
置
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
和
歌
山
県
高
野
山
善
門
院
蔵
の
勤
操
僧
都
像
は
藤
原
時
代
中
期
と
さ
れ

る
が
、
賛
文
か
ら
天
長
四
年

(八
二
七
)
入
寂
し
た
勤
操
の
肖
像
を
木
像
で
作
成
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
の
画
像
は
木
彫
像
を
も
と
に
描
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

藤
原
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
う
つ
る
時
代
に
は
、
こ
の
追
慕
像
と
し
て
の
影
像
が
盛



ん
と
な

っ
た
よ
う
で
あ
り
、

『
栄
花
物
語
』
に
は
後

一
条
天
皇
像
が
ゆ
か
り
の
菩
提

樹
院
に
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
み
ら
れ
る
し
、
四
天
王
寺

・
和
歌
山
の
満
願
寺

・

根
来
の
大
伝
法
院
に
は
鳥
羽
院
御
影

・
京
都
大
覚
寺
に
後
宇
多
天
皇
像

・
大
徳
寺
に

後
醍
醐
天
皇
像
等
が
伝
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
天
皇
御
影
が

因
縁
あ
る
寺
院
に
か
か
げ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
特
に
こ
の
中
、
後
醍
醐
天

皇
像
は
、
そ
の
悲
劇
的
生
涯
か
ら
没
後
鎮
魂
の
意
味
で
多
く
の
影
像
が

つ
く

ら

れ

た
。中

世
に
お
け
る
肖
像
画
の
展
開
で
は
、
禅
宗
に
お
け
る
頂
相
が
上
げ
ら
れ
る
。
頂

相
は
、
禅
宗
に
お
い
て
は
悟
道
の
究
竟
も
個
人
的
な
以
心
伝
心
に
よ
る
も
の
と
の
考

え
か
ら
、
師
が
自
ら
の
肖
像
画
を
自
賛
を
添
え
て
弟
子
に
印
可
す
る
と
い
う
伝
法
の

証
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
が
、
い
ま

一
つ
頂
相
の
機
能
と
し
て
は
禅
僧
の
葬
儀
に
際

し
て
仏
堂
正
切
一に
位
牌
と
と
も
に
安
置
さ
れ
、
掛
真
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
見

逃
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
位
牌
と
影
像
が
禅
宗
に
あ
っ
て
は

一
対
の
意
味
を
持

っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
鎌
倉

・
室
町
時
代
を
通
じ
て
禅
宗
発
展
と
と
も
に
帰
依
者
た
る
武
士

階
層
を
中
心
に
、
位
牌
と
影
像
が
浸
透
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
師
資
相
伝
の
証

と
し
て
の
意
味
よ
り
も
葬
儀
と
葬
後
供
養
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
広
ま
っ
た
と
み

ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
中
世
禅
宗
の
布
教
伝
道
が
葬
祭
儀
礼
を
足
が
か
り
と
し
て
行
わ

れ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
よ
う
。
今
日
伝
存
す
る
著
名
な
も
の
は
、
武
家
像
と
よ
ば

れ
て
益
田
兼
尭
像

(益
田
家
)
北
条
早
雲
像

(早
雲
寺
)
多
賀
高
忠
像

(芳
春
院
)

三
好
長
慶
像

(聚
光
院
)
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
足
利
歴
代
将
軍
と
し
て
は
義
詮

・
義

満

・
義
持

・
義
教
像
が
あ
る
が
、
こ
れ
等
は
没
後
に
記
念
像
と
し
て
尊
崇
の
た
め
に

真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性

画
か
れ
た
も
の
で
供
養
像
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

近
世
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
肖
像
画
像
主
が
天
皇

・
公
家

・
上
級
武
士

・
高
僧
祖

師
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
階
層
的
広
が
り
が
み
ら
れ
、
初
期
に
は
供
養
像
と
し
て
の

女
性
肖
像
画
が
目
立
つ
。
こ
の
多
く
は
没
後
に
追
慕
像

・
遊
像
と
し
て
把
ら
れ
た
も

の
で
、
武
田
信
虎
像

(山
梨
大
泉
寺
)
武
田
信
虎
夫
人
像

(山
梨
長
禅
寺
)
織
田
信

長
像

(愛
知
長
興
寺
)
細
川
照
元
夫
人
像
(竜
安
寺
)
前
田
利
家
夫
人
像
(桃
雲
寺
)

浅
井
長
政
夫
人
像

(持
明
院
)
等
々
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
等
の
肖
像
画
は
、
中
世

末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
お
け
る

一
般
民
間
寺
院
の
成
立
と

「
家
」
観
念
の
顕
在
化
と

相
侯

っ
て
、
菩
提
寺
院
に
納
め
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
死
者
儀
礼
と
結
び
つ
い
た
肖
像
画
に
つ
い
て
概
略
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で

改
め
て
真
宗
に
お
け
る
寿
像

・
御
影
と
い
わ
れ
る
肖
像
画
の
意
味
と
、
さ
ら
に
第

一

章
に
論
じ
た
位
牌
と
祖
先
崇
拝
観
に
つ
い
て
の
関
係
に
論
及
し
な
け
れ

ば

な

ら

な

い

。真
宗
の
御
影
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
真

宗
の
法
灯
伝
持
と
歴
代
法
主
顕
彰
で
あ
り
、
い
ま

一
つ
は
大
谷
家
と
い
う

「
家
」
と

住
持
職
で
あ
る
本
願
寺
の
世
代
と
し
て
の
系
図
で
あ
る
。

『教
行
信
証
』
後
序
文
に

は
、
親
鸞
が
師
法
然
か
ら

『
選
択
集
』
付
属
と
真
影
図
画
を
許
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
、
真
影
に
は
法
然
の
真
筆
を
も

っ
て

「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
の
名
号
と
、

若
我
成
佛
十
方
衆
生
柵
我
名
号
下
至
十
児
若
不
生
者
不
取
正
悒
彼
佛
今
現
在
成
佛

富
知
木
41　
重
願
不
虚
衆
生
稲
念
必
得
往
生

の
賛
銘
が
書
か
れ
た
。
親
鸞
は
自
ら
こ
の
付
属
と
真
影
図
画
に
つ
い
て
、

「
是
専
念

四
五



同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
五
号

正
業
之
徳
也
、
是
決
定
往
生
之
徴
也
」
と
語
り
、
そ
し
て
親
鸞
も
弟
子
に

『
教
行
信

証
』
付
属
と
真
影
図
画
を
許
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
こ
の
肖
像
画
は
安
心
決
定
の
証

と
し
て
図
画
さ
れ
、
本
願
念
仏
の
伝
統
に
参
加
さ
れ
て
い
く
と
い
う
法
統
伝
持
の
意

味
を
有
し
て
い
て
、
親
鸞
以
後
の
歴
代
御
影
も
基
本
的
に
こ
の
意
味
か
ら
外
れ
る
こ

と
は
な
い
。
し
か
し
、
本
願
寺
の
血
脈
相
承
か
ら
し
て
必
然
的
に
こ
の
御
影
は
、
ま

た
大
谷
家
と
、
本
願
寺
の
世
代
系
図
を
意
味
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
世

代
系
図
と
は
要
す
る
に

「
家
」
と
祖
先
を
具
象
化
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
か

ら
、
御
影
は
祖
先
信
仰
の
表
象
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
こ

と

に
な

る
。
こ
こ
に
真
宗
の
祖
先
崇
拝
観
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
か
。
つ
ま
り
、
真

宗
に
あ

っ
て
祖
先
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
現
在
に
生
き
る
自
分
に
先
立

っ
て
念
仏
生
活
を
し
、
弥
陀
の
本
願
に
摂
取
せ
ら
れ
て
往
生
を
と
げ
、
本
願
念
仏
の

伝
統
に
参
加
せ
ら
れ
た
先
達
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
信
仰

に
お
け
る
祖
先

観
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

一
定
の
浄
化
儀
礼
を
経
過
し
て
昇
華
さ
れ
た
祖
先
神
と

し
て
の
神
観
念
を
志
向
す
る
の
に
対
し
て
、
真
宗
の
祖
先
観
は
純
粋
に
仏
教
本
来
の

立
場
に
立

っ
て

「
仏
」
a
覚
者
を
志
向
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
三
代
覚
如
は

『
改

邪
紗
』
に
、

「
佛
法
示
誇
の
恩
徳
を
懸
慕
し
仰
崇
せ
ん
が
た
め
に
三
國
伝
来
の
祖
師

先
徳
の
尊
像
を
図
絵
し
安
置
す
る
こ
と
ま
た
つ
ね
の
こ
と
な
り
」
と
述

べ

て

い
る

が
、
歴
代
御
影
は
こ
の

「
祖
師
先
徳
」
に
連
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
臨

終
に
際
し
て
画
仏
と
い
わ
れ
る
本
尊
臨
終
仏
が
懸
け
ら
れ
臨
終
念
仏
が
行
わ
れ
る
こ

と
は
、

一
面
、
来
迎
引
声
と
も
解
せ
ら
れ
る
が
、
現
世
か
ら
来
世

へ
と
い
う
結
節
点

を
あ
ら
わ
し
て
い
て
、
完
全
な
仏
と
な
り
祖
師
先
徳
に
な
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現

四
六

し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

位
牌
と
御
影
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
章
の
最
初
に
、
位
牌
に
代
わ
る
も
の
が
御

影
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
葬
送
中
陰
儀
礼

・
命
日

・
年
忌
な
ど
葬
後
儀
礼
の

中
に
み
よ
う
と
し
た
。
そ
の
中
で
御
影
の
重
要
性
が
指
摘
で
き
た
が
、
翻

っ
て
肖
像

画
の
歴
史
を
み
た
時
、
死
者
に
対
す
る
追
慕
像

・
供
養
像
が
位
牌
出
現
以
前
の
上
代

か
ら
天
皇

・
公
家

・
高
僧
祖
師
に
存
在
し
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
禅
宗
に
あ
っ
て
は
掛

真
と
し
て
位
牌
と
対
を
な
す
も
の
で
あ

っ
た
。
真
宗
の
御
影
は
、
正
に
禅
宗
に
お
け

る
位
牌
が
否
定
さ
れ
て
頂
相
と
掛
真

(同

一
両
で
本
来
は
寿
像
)
が
選
択
さ
れ
た
と

い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
頂
相
は
宋
画
の
影
響
を
う
け
た
肖
像
画
で
あ
り
、

一
方
、

御
影
は
大
和
絵
と
い
う
伝
統
絵
画
の
中
に
形
成
さ
れ
た
似
絵
の
流
れ
を

ひ

く

も

の

で
、
両
者
は
そ
の
様
式
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
宗
教
画
と
し
て
の
類
同
性
は

明
ら
か
で
あ
る
。
従

っ
て
真
宗
の
御
影
は
、
表
面
的
に
は
法
統
伝
持
の
証
と
し
て
頂

相
的
意
味
を
も
ち
、
ま
た
中
陰
儀
礼
に
は
掛
真
の
如
く
懸
け
ら
れ
た
が
、
裏
面
に
は

上
代
以
来
の
追
慕
像
と
位
牌
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
意
味
を
持

っ
て
い
た
と
い
え

よ
う
。

次
に
、

一
般
真
宗
門
徒
に
お
け
る
位
牌
と
御
影
の
関
係
を
論
じ
て
お
き
た
い
。
こ

こ
に
門
徒
の
御
影
と
い
う
の
は
、
亡
者
の
肖
像
画
を
さ
す
こ
と
と
し
て
お
く
。
木
山

で
あ
る
本
願
寺
歴
代
御
影
は
、
宗
祖
親
鸞
に
直
接
つ
な
が
る
血
脈
相
承
の
故
を
以

っ

て
、
法
統
と
大
谷
家
と
い
う

「
家
」
の
世
代

(祖
先
)
の
意
味
を
共
存
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
、
そ
こ
か
ら
真
宗
教
義
に
立

っ
た
真
宗
的
祖
先
、
つ
ま
り
本
願
念
仏
に
摂
取

せ
ら
れ
た
先
達
者
と
し
て
顕
彰

・
報
恩
の
意
味
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
門
徒



使
用
さ
れ
る
短
冊
型
の
紙
位
牌
や
、
法
名
軸
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で

に
述
べ
た
。

最
後
に
、
特
異
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
御
影
と
位
牌
が

一
体
化
し
て
門
徒
の
真
宗

的
先
祖
観
が
顕
著
に
表
出
し
て
い
る
滋
賀
県
神
崎
郡
能
登
川
町
伊
庭
妙
楽
寺
の

「絵

系
図
詣
り
」
を
み
て
み
た
い
。
妙
楽
寺
は
、
元
文
四
年

(
一
七
三
九
)
本
派
本
願
寺

へ

転
所
す
る
ま
で
仏
光
寺
派
に
属
し
、
妙
楽
寺
本
絵
系
図
の
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

有
名
で
あ
る
。
現
在
は
掛
幅
化
さ
れ
て
い
て
、
上
段
に
了
源

・
了
明
夫
妻

・
中
興
第

一
世
了
念

・
心
妙
夫
妻

・
中
段
に
了
室

・
性
空

・
性
正

・
性
円

・
下
段
に
釈
正
尊

・

釈
正
信
の
都
合
十
名
が
配
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
一
組
ず
つ
が
二
段
に
横
に

朱
線
で
つ
な
が
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
歴
代

一
代
毎

の
掛
軸
肖
像
画

(御
影
)
も
み
ら
れ
る
が
、
い
ま
こ
こ
で

「
絵
系
図
詣
り
」
と
称
せ
ら
れ
る
の
は
妙

楽
寺
住
職
家
の
絵
系
図
で
な
く
、
村
内

一
三
〇
戸
の
門
徒
各
家
に
伝
わ
る

一
巻
ず
つ

の
絵
系
図
で
あ
る
。

毎
年
八
月
十

一
・
十
二
日
の
午
前
中
に
各
檀
家
は
こ
の
絵
系
図
を
携
行
し
家
族
中

そ
ろ

っ
て
寺
に
参
詣
す
る
。
内
陣
入
口
の
金
障
子
間
に
は
三
つ
の
台
が
設
け
ら
れ
て

い
て
、
巻
子
本
ま
た
は
折
本
型
式
の
門
徒
絵
系
図
が
順
次
広
げ
ら
れ
、
住
職
の
讃
仏

偶
読
経
に
あ
わ
せ
て
焼
香
す
る
。
妙
楽
寺
本
堂
で
の
読
経
廻
向
が
終
わ
る
と
、
今
度

は
同
寺
境
内
に
あ
る
手
次
の
1　
願
寺

・
法
光
寺

・
浄
福
寺
に
ま
た
参
詣
し
て
同
様
の

説
経
廻
向
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
門
徒
絵
系
図
は
、
古
く
は
応
永
三
年
の
紀
年
銘
の

も
の
が
あ
り
永
録

・
天
正

・
文
禄

・
慶
長
と
続
い
て
い
る
。
そ
の
肖
像
画
は
、
近
世

以
前
に
は
法
体
像
が
多
く
、
寛
永
頃
か
ら
以
後
は
俗
体
像
が
多
く
な
る
と
い
う
。
私

四
七

に
あ

っ
て
も
こ
の
本
山
歴
代
御
影
に
準
ず
れ
ば
よ
か

っ
た
わ
け
で
あ

る

が
、

し

か

し
、
門
徒
の
御
影
の
場
合
第

一
の
法
統
伝
持
の
意
味
は
実
際
的
に
は
持
つ
こ
と
が
で

き
ず
、
第
二
の
意
味
で
あ
る
家
の
世
代
を
示
す
像
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
さ

ら
に
、
教
団
は
門
徒
自
身
が
自
ら
の
御
影
を
描
き
安
置
す
る
こ
と
は
禁
止
し
た
よ
う

で
あ
る
。

『
考
信
録
』
巻
二
に
、

亡
者
ノ
像
ヲ
嗇
テ
。
コ
レ
ヲ
道
場

二
掛
テ
位
ヲ
佛
祖

二
配
セ
ジ
メ
。
甚
シ
キ
(
木

山
ノ
儀
ヲ
僣
ジ
テ
。
佛
祖
ヨ
リ
銀
重

二
供
具
ヲ
飾
り
。
各
別

二
鐙
誦
念
佛

ヌ

タ

類
。
往
々
二
コ
レ
ア
リ
。
師
長
父
母
等
ノ
恩
所

二
於
テ
(
。
報
恩
ノ
孝
志
ヨ
リ
庭

フ
寫

ジ
テ
。
随
分
供
養
ナ
ト
ヲ
作
洒
(
。
サ
モ
ア
タ
ヘ
キ
欺
ナ
レ
ト
モ
。
漫

二
男

女
ノ
形
ヲ
嗇
テ
。
本
尊
ヨ
リ
モ
超
テ
疆
供
等
ヲ
ナ
ヌ
(
。
何
等
ノ
意
察
ナ
リ
ヤ
。

と
あ

っ
て
、
門
徒
の
御
影
で
あ
る

「
亡
者
ノ
像
」
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
享
保
八
年

(
一
七
二
三
)
江
戸
網
野
玄
好

・
妻
妙
好
に
よ
っ
て
納
骨
堂
接
待
所
が

再
建
さ
れ
、
茶
所
持
仏
堂
に
玄
好

・
妙
好
両
画
像
が
安
置
さ

れ

た

が
、

安
永
元
年

(
一
七
七
二
)
に
至

っ
て
疑
端
が
生
じ
、
九
字
十
字
名
号
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
批
判
は
、
逆
に
近
世
真
宗
門
徒
間
に
死
者
の
像
を
描
き
礼
誦
す
る
こ
と
の
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

『
叢
林
集
』
と

『考
信
録
』
に
や
は
り
位
牌
が
批
判
さ

れ
て
い
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
十
八
世
紀
前
後
か
ら
門
徒
の

「
家
」
観
念

が
顕
在
化
し
て
、
祖
先
信
仰
が
広
く
真
宗
信
仰
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
表
面
化
し

た
と
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
教
団
は
門
徒
に
御
影
に
代
わ
る
先
祖
の
象
徴
と
し
て

の
儀
礼
祭
具
を
与
え
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
位
牌
が
普
及
し
た
理
由
が
あ

っ

た
。
門
徒
の
御
影
と
位
牌
に
代
わ
る
も
の
を
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
今
日
の
永
代
経
に

真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性



同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
五
号

が
実
見
し
た
時
は
法
体
像

・
紋
付
袴
像
に
加
え
て
稚
児
像
が
あ
り
、
最
近
の
も
の
に

い
た

っ
て
は
肖
像
画
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
蓮
台
の
上
に
法
名

・
忌
日

・
俗
名
が
記

さ
れ
た
だ
け
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
肖
像
画
の
代
か
り
に
位
牌
の
絵
が
画
か
れ
て
い
る

も
の
が
あ

っ
た
。
表
紙
に
は
、

「
先
祖
累
代
系
図
」

　

「
○
○
家
系
図
」
と
記
さ
れ
て

い
る

。
仏
光
寺
派
に
お
け
る
絵
系
図
制
作
の
意
図
は
、
そ

の

「
一
流
相
承
系
図
」

に
。

「
コ
レ
芦
ナ
(
チ
カ
ツ
〈
次
第
相
承
ノ
儀
ヲ
ク
ヾ
ジ
ク
セ
ジ
メ
ン
ガ
ク
メ
、
カ
ツ
(

同

一
念
仏
ノ
ヨ
ン
ミ
ヲ
オ
モ
フ
ニ
ョ
リ
テ
現
存
ノ
ト
キ
ョ
リ
ソ
ノ
画
像

ヲ

ウ

ツ

ジ

テ
、
ヌ
エ
ノ
世

マ
デ
モ
ソ
ノ
カ
ク
ミ
ヲ
ノ
コ
サ
ン
ト
ナ
リ
」
と
あ
る
こ
と
に
明
白
で

あ
る
。
し
か
し
、
妙
楽
寺
門
徒
の
絵
系
図
お
よ
び
絵
系
図
詣
り
の
行
事
は
大
き
く
意

味
が
変
質
し
、
生
前
入
信
時
の
画
像
は
没
後
の
画
像
と
な
り
、
法
体
像
は
俗
体
像
と

な

っ
て
先
祖
祭
り
化
し
て
い
る
。
妙
楽
寺
で
は
、
八
月
十
五

・
十
六
日
に
孟
蘭
盆
会

・
総
納
骨
追
悼
法
要
と
法
話
が
行
わ
れ
る
が
、
系
図
詣
り
は
こ
れ
に
先
立
つ
寺
詣
り

と
い
っ
て
よ
い
。
何
故
、
こ
の
よ
う
に
絵
系
図
が
先
祖
祭
り
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
同
寺
門
徒
に
墓
が

I
切
な
く
、
位
牌
も
葬
儀
に
立

て
ら

れ

ず
、
ま
た
仏
壇
に
も
安
置
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
原
因
し
て
い
る
。
墓
と
位
牌
が

否
定
さ
れ
、
代
わ

っ
て
絵
系
図
が
過
去
帳

・
位
牌
の
役
目
と
な
り
、
祖
先
祭
祀
の
礼

拝
対
象
と
な

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

四
八

以
上
、
真
宗
の
位
牌
否
定
か
ら
位
牌
に
代
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
が
御
影
で
あ

っ
た

こ
と
を
み
て
、
真
宗
と
日
本
人
の
伝
統
的
霊
魂
観
の
中
核
で
あ
る
祖
先
崇
拝
と
の
関

係
を
み
て
き
た
。
位
牌
の
否
定
は
、
真
宗
が
神
観
念
を
志
向
す
る
民
俗
の
霊
魂
観
と

そ
の
儀
礼
大
系
を
基
本
的
に
は
認
め
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
真
宗
の
先
祖
観
は
ど

こ
ま
で
も
念
仏
の
先
達
者
と
い
う
仏
教
本
来
の
立
場
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ

っ
た
。

し
か
し
、
真
宗
と
民
俗
の
問
題
点
と
し
て
は
、

一
般
真
宗
門
徒
が
ど
の
よ
う
に
こ

の
真
宗
教
義
を
受
容
し
て
民
俗
の
祖
先
崇
拝
を
変
質
さ
せ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ

っ

た
。
こ
の
こ
と
に
つ
にい
て
、
門
徒
側
の
立
場
か
ら
そ
の
習
俗
を
通
し
て
充
分
に
論
ず

る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
教
団
の
禁
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
近
世
に
は
位
牌
が
普

及
し
、
亡
者
の
肖
像
画
で
あ
る
寿
像
礼
誦
も

一
部
に
は
み
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
こ

れ
は
、
没
後
葬
礼
を

一
大
事
と
し
な
い
真
宗
の
教
義
的
教
団
的
立
場
に
対
し
て
門
徒

側
の
対
応
で
あ

っ
た
し
、
民
俗
信
仰
の
強
さ
で
も
あ

っ
た
。
が
、
こ
の
こ
と
を
も

っ

て
単
純
に
、
門
徒
間
に
位
牌
が
立
て
ら
れ
た
か
ら
そ
の
先
祖
観
も
他
宗
派
お
よ
び
民

俗
固
有
の
霊
魂
観
と
同

一
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に

各
地
域
の
具
体
的
事
例
を
も
と
に
門
徒
の
心
意
表
象
に
ま
で
言
及
し
て
検
証
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
葬
送
儀
礼

・
永
代
経

・
絵
像

・
消
息
巡
回
行
事

・
真

宗
墓
地

・
納
骨
儀
礼
な
ど
が
分
析
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
あ
え
て
結
論
と
し
て
い
う
な
ら
ば
、
門
徒
の
先
祖
観
は
民
俗
の
神
観
念
を

完
全
に
否
定
で
き
ぬ
ま
ま
未
昇
華
の
形
で
あ
り
、

一
般
民
俗
と
較
べ
て
仏
教
本
来
の

仏
に
近
く
観
念
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
真
宗
と
民
俗
の
問
題
が
、
門

お

わ

り

に



宗
と
民
俗
」

　

(
『
歴
史
公
論
』
52
-
3

・
昭
和
五
十
五
年
)
。

(
7

)

　

森
岡
清
美

『
真
宗
教
団
に
お
け
る
家
の
構
造
』
補
論

「
真
宗
門
徒
に
お
け
る

『
無
墓

制
』

・
一
九
七
八
年

・
御
茶
の
水
書
房
。

(
8

)

　

佐
々
木
孝
正

「
本
願
寺
の
葬
制
」
(
『
大
谷
学
報
』
四
九
-
三

・
一
九
七
〇
年
)
。
同

「
葬
送
記
に
あ
ら
わ
れ
た
中
世
の
葬
制
」
(『印
度
学
仏
教
学
研
究
』

一
八
-
二
・
一
九

七
〇
)
。
同

「
浄
土
真
宗
と
祖
先
崇
拝
」
(『
尋
源
』
第
三
十
三
号

・
一
九
八
二
年
)
。
同

「墓
上
植
樹
と
真
宗
」
(
『大
谷
学
報
』
五
九
上
二
・
一
九
七
九
年
)。

(
9

)

　

菊
地
祐
恭

『
お
内
仏
の
お
給
仕
と
心
得
』

・
昭
和
四
十

一
年

・
東
本
願
寺
出
版
部
。

伊
藤
大
了

『
真
宗
の
お
仏
壇
』

・
昭
和
五
十

一
年

・
百
華
苑
。

(
10
)

　

『
空
善
記
』
(稲
葉
昌
丸
編

『
蓮
如
上
人
行
賞
』
50
)
。
以
下

『
行
実
』
と
略
す
。

(
11

)

　

同
右
書

・
所
収
。

(
12

)

　

『
行
実
』
90
。

(
13

)

　

本
願
寺
史
料
集
成

『
慶
長
日
記
』

・
一
九
八
〇
年

・
同
朋
舎
。

(
14

)

　

同
右
書
。

(
15

)

　

『
真
宗
全
書
』
64
。

(
16

)

　

『
真
宗
史
料
集
成
』
第
八
巻
。

(
17

)

　

『
真
宗
全
書
』
63
。

(
18

)

　

『
真
宗
全
書
』
64
。

(
19

)

　

『
真
宗
史
料
集
成
』
第
三
巻
。

(20
)

　

「
逢
戸
山
房
文
庫
所
蔵
恵
山
書
写
真
宗
史
料
」

　

(
『
同
朋
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
紀

要
』
第
三
号

・
昭
和
五
十
六
年

・
一
七
五
頁
)
。

真
宗
大
谷
派
は
、

一
九
八
二
年
二
月

六
日
に
声
明
作
法
審
議
会
の
答
申
を
う
け
て
、
阿
弥
陀
堂
の
須
弥
壇
か
ら
天
牌
を
お
ろ

し
た
。

(
21

)

　

『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
巻
三
。

一
般
末
寺
寺
院
に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
は
み
ら
れ
、

紗
田
顕
信
教
授
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
三
河
に
お
い
て
は
家
康
の
神
儀
が
安
置
さ
れ
、

ま
た
尾
張
に
お
い
て
は
、
尾
張
藩
主
歴
代
の
も
の
が
安
置
さ
れ
て
い
る
と
い
5
.

(
22

)

　

『
真
宗
全
書
』
64
。

(
23

)

　

『
真
宗
大
辞
典
』

・
位
牌
の
項
参
照
。
繰
り
出
し
位
牌
の
形
態
は
近
世
に
な

っ
て
成

立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
慶
長
か
ら
慶
安
に
か
け
て
の
浄
土
宗
関
係
の
版
太
末
に
こ

四
九

徒
習
俗
の
あ
り
方
と
民
俗

へ
の
傾
斜
の
問
題
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
今
日
、
全

国
各
地
の
門
徒
習
俗
は
、
こ
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性
、
神
と
仏
の
中
間
に
様
々
な
姿

を
も

っ
て
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
民
俗
化
し
て
い
る
真
宗

習
俗
も
あ
れ
ば
民
俗
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
も
の
も
見
出
せ
る
で

あ

ろ

う
。

今

後
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立

っ
て
各
地
域
の
門
徒
習
俗
が
発
掘
さ
れ
、
民
俗
と
歴
史

と
の
連
関
性
の
中
で
比
較
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
織
田
顕
信
教
授
よ
り
い
ろ
い
ろ
御
教
示
を
賜

っ
た
。
こ
こ

に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

註

(1

)

　

堀

一
郎

『
宗
教

・
習
俗
の
生
活
規
制
』

・
昭
和
三
十
八
年

・
未
来
社

・
二
四
五
頁
以

下
。

(
2

)

　

桜
井
徳
太
郎

『
宗
教
と
民
俗
学
』
五

「
蓮
如
忌
習
俗
の
意
味
」

・
昭
和
四
十
四
年

・

岩
崎
美
術
社
、
同

『
日
本
民
間
信
仰
論
』
第
三
編
第

一
章

「
民
間
信
仰
の
特
質
‐
文
化

接
触
の
民
俗
学
的
課
題
-
」

・
昭
和
四
十
五
年

・
弘
文
堂
。

(
3

)

　

森
竜
吉

『
茲
如
』
4
の
3

「
真
宗
と
民
俗
」
・
昭
和
五
十
四
年

・
講
談
社
現
代
新
書
。

(
4

)

　

堅
田
修

「
真
宗
教
団
に
お
け
る
儀
礼
-
特
に
法
会
に
つ
い
て
I
」
(『大
谷
学
報
』
三

七
-

一
)
。
同

「
真
宗
教
団
と
民
俗
信
仰
―
教
義
と
社
会
的
実
践
の
問
題
に
つ
い
て
I
」

(大
谷
大
学
編

『
親
鸞
聖
人
』

・
昭
和
三
十
六
年
)
。

(
5

)

　

吉
田
清

「
真
宗
寺
院
の
原
初
形
態
-
特
に
仏
教
民
俗
を
通
じ
て
I
」

　

(大
谷
大
学
国

史
学
会
編

・
論
集

『
日
本
人
の
生
活
と
信
仰
』
・
昭
和
五
十
四
年

・
同
朋
舎
)
。
同

「
真

宗
の
民
俗
」
(講
座

『
日
太
の
民
俗
宗
教
』
2

・
昭
和
五
十
五
年

・
弘
文
堂
)
。

(
6

)

　

児
玉
識

「
真
宗
地
帯
の
風
習
―
渡
り
の
宗
教
生
活
を
探
る
I
」

　

(
『
日
本
宗
教
の
歴

史
と
民
俗
』

・
昭
和
五
十

一
年

・
隆
文
館
)
。
同

『
近
世
真
宗
の
展
開
過
程
』
第
四
章

第
四
節

「
真
宗
門
徒
の
信
仰
生
活
」

・
昭
和
五
十

一
年

・
吉
川
弘
文
館
。
同

「
浄
土
真

真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性



五
〇

ろ
う
か
。

(
40

)

　

『
真
宗
大
辞
典
』

・
寿
像
の
項
。

(
41

)

　

『
真
宗
全
書
』
64
。

(
む
I
)

　

同
右
書
。

(
43

)

　

註

(13
)
に
同
じ
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(如

信

覚

如

(44
)従
m
島
達
朗
氏
は
、
山
科
八
幅
の
御
影
が

「
代
々
の
御
影
御
前
は
、
燈
明
四
日
十
九
日

廿
日
…
…
(以
下
略
)
」
(『行
実
』
479
)
の

「
代
々
の
御
影
」
と
解
し
て
み
え
る
が

(註

(27
)
)
、

こ
の
記
事
に
み
え
る
御
影
は
他
の
箇
所
に
、

　

「
右
南
押
板
代
々
御
影

一
幅

惣
一赳
下
」
(471
)
「代
々
御
影
二
幅
に
な
り
申
侯
事
は
、
誼
如
御
往
生
候
て
よ
り
慶
壽
院

殿
四
の
御
料
簡
侯
。
前
は

一
幅
に
六
代
御
入
候
つ
る
事
に
侯
」
(472
)
「
代
々
の
御
影
は

只

一
幅
也
」
(
496
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
山
科
八
幅
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

(
45

)

　

『
行
実
』
499

・
501
。

(46
)

　

註

(13
)
に
同
じ
。

(
47

)

　

竹
田
聴
洲

『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
』

・
一
九
七

一
年

・
東
京
大
学
出
版
会
。

(
48

)

　

肖
像
画
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
宮
次
男

「
肖
像
画
」

　

(原
色
日
本
の
美
術

『
面
と
肖

像
』
第
二
十
三
巻

・
昭
和
四
十
六
年

・
小
学
館
)
を
は
じ
め
、
河
出
書
房
新
社

『
日
本

歴
史
大
辞
典
』

・
毎
日
新
聞
社

『
重
要
文
化
財
』
絵
画
I
~
v
等
参
照
。

(
49

)

　

『
国
史
大
系
』
第
六
巻
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

(
50

)

　

『
栄
花
物
語
』
下

(岩
波
古
典
文
学
大
系
)
に
、

「
御
堂
に
は
故
院
の
御
影
を
書
き

奉
り
た
り
。
似
さ
せ
給
は
ね
ど
、
御
直
衣
姿
に
て
御
脇
足
に
お
し
か
ゝ
り
て
お
は
し
ま

す
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。」
と
あ
り
、
「
い
か
に
し
て
寫
し
と
め
け
ん
雲
居
に
て
飽
か
ず

隠
れ
し
月
の
光
を

　

5
ば
君
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
。

(
51
)

　

大
和
文
華
館

『
大
和
文
華
』
・
女
性
肖
像
画
特
輯

・
第
五
十
六
号

・
昭
和
四
十
七
年
。

(
52
)

　

定
本

『
親
鸞
聖
人
全
集
』
第

一
巻
。

(
53

)

　

『
真
宗
聖
教
全
書
』
第
三
巻
列
祖
部

・
六
十
六
頁
。

(
54

)

　

『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
巻
四
・
五
。

『考
信
録
』
巻
二
。

(
55

)

　

柴
田
実

「
伊
庭
妙
楽
寺
の
絵
系
図
と
系
図
ま
い
り
」
(井
川
博
士
喜
寿
記
念
会

『
日
本

文
化
と
浄
土
教
論
孜

・
昭
和
四
十
九
年
』
。
『歴
史
読
本
』
二
十

一
巻

一
号

・
昭
和
五
十

一
年
。

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
五
号

の
形
態
と
類
似
し
た
木
牌
記
が
描
か
れ
て
い
る
。

(
24

)

　

藤
井
正
雄
編

『
仏
教
儀
礼
辞
典
』
等
参
照
。

(
25

)

　

五
来
重
『仏
教
と
民
俗
』
・
昭
和
五
十
一
年
・
角
川
選
書
こ

一
四
頁
。
同
「葬
と

供
養
」

　

(
『
東
方
界
』

一
一
五

・
一
一
六
号
)
。

(
26

)

　

『
考
信
録
』
巻
二
。

(
27

)

　

藤
島
達
郎

「
蓮
如
上
人
に
つ
い
て
」

　

(
『
同
朋
仏
教
』
一7

三
号
)。

同
「
本
廟
物

語
り
」

　

(
「
同
朋
新
聞
」

・
一
九
八
二
年
十
月
号
)
。

(28

)

　

『
真
宗
全
書
』
64
。

(
29

)

　

久
保
常
晴

「
位
牌
」

　

(新
版

『
仏
教
考
古
学
講
座
』
第
三
巻

・
昭
和
五
十

一
年

・
雄

山
閣
)
。

(
30

)

　

『
日
本
仏
教
民
俗
基
礎
資
料
集
成
』
四

・
元
興
寺
極
楽
坊
Ⅳ

・
昭
和
五
十
二
年

・
中

央
公
論
美
術
出
版
。

(
31

)

　

日
太
古
典
文
学
大
系

『
曽
我
物
語
』

・
岩
波
書
店

・
四

一
七
頁
。

(
32

)

　

註

(24
)
に
同
じ
。

(
33

)

　

民
俗
学
研
究
所
編

『
綜
合
日
太
民
俗
語
彙
』
第

一
巻

・
参
照
。

(
3　1

)

　

ロ
バ
ー
ト

・
J

　
K

rg

K

　

前
山
隆
訳

『
現
代
日
本
の
祖
先
崇
拝
』
上

・
一
九
八

一

年

・
御
茶
の
水
書
房

・
九
〇
頁
。

(
35

)

　

五
来
氏
は
、

「
仏
檀
の
中
に
位
牌
を
ま
つ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
指
導
す
る
宗
派
が
あ

る
の
は
、
こ
う
し
た
日
本
人
の
宗
教
意
識
を
無
視
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
も
い
た
し
方

な
い
で
あ
ろ
う
。
」
(
「
葬
と
供
養
」
五
十
八
)
と
批
判
さ
れ
て
み
え
る
。

(
36
)

　

桜
田
勝
徳

『
美
濃
徳
山
村

民
俗
誌
』

　

(
『
日
木
民
俗
誌
大
系
』
第
五
巻
・
中
部
I

二

九
七
四
年
・
角
川
書
店
)。

(
37

)

　

江
馬
三
枝
子

『
白
川
村
木
谷
の
民
俗
』

　

(
『
日
本
民
俗
誌
大
系
』
第
十

一
巻

・
未
刊

資
料
I
)
。

(
38

)

　

赤
田
光
男

『
祭
儀
習
俗
の
研
究
』
第
三
章
第
二
節

「
生
駒
の
葬
送
儀
礼
と
郷
墓
単
墓

制
」

・
昭
和
五
十
五
年

・
弘
文
堂
。

(
39

)

　

民
間
の
同
族
団
に
お
い
て
も
百
回
忌
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
年
回
が
行
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
同
族
の
始
祖
を
中
心
と
す
る
先
祖
祭
り
で
あ
り
、
個
々
霊
の
神

・
先
祖

へ
の
昇

華
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
門
徒
の
年
回
意
識
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
か


